
 

（別紙） 

平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法人設立届出書の記載要領等 
 

 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの

届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 

１ 提出部数及び添付書類 

 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 

 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 

② 設立の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 
 
 
 
 
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の

様式によってください。） 

氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係

          円  

 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 

 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 

 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 

 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 

 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 

 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている営業年度等を記載してください。 

 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本の金額又は出資金額を記載してください。 

 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本の金額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す

る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が１千万円以上である法人は、

基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定の適用

はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 

なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課

税売上高により納税義務の有無を判定します。 

このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の

課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選

択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば

消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記

載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 

  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には

「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人

の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４

である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又

は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「合併等期日」欄には、「設立の形態」が２又は３である場合に、それぞれ形態に応じて次に記載した日を記載してくだ

さい。 

設  立  の  形  態 合  併  等  期  日  

合併により設立した法人である場合 合併契約書において合併期日として定めた日 

新設分割により設立した法人である場合 分割計画書において分割期日として定めた日 

 (11) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の

８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場

合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (12) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。

 (13) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 

 (14) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (15) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

 (16) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 

      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 

 (17) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

 (18) 「※」欄は、記入しないでください。  

法人設立届出書の記載要領等 
 

 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの

届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 

１ 提出部数及び添付書類等 

 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 

 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）及び（発行年月日：

年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書（履歴事項全部証明

書）又は登記簿謄本の添付は不要です。  
また、当該照会番号を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）して e－Tax によりこの届出書

をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。）。  
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の

様式によってください。） 

氏   名 住    所 株数又は 

口  数 
金   額  役職名及び当該法人の役員 

又は、他の株主等との関係

 

          円  

 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 

 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 

 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 

 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 

 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 

 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 

 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 

 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す

る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法

人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定

の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 

なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課

税売上高により納税義務の有無を判定します。 

このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の

課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選

択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば

消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記

載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 

  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には

「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人

の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４

である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又

は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「合併等期日」欄には、「設立の形態」が２又は３である場合に、それぞれ形態に応じて次に記載した日を記載してくだ

さい。 

設  立  の  形  態 合  併  等  期  日  

合併により設立した法人である場合 合併契約書において合併期日として定めた日 

新設分割により設立した法人である場合 分割計画書において分割期日として定めた日 

 (11) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の

８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場

合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (12) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。

 (13) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 

 (14) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (15) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

 (16) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 

      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 

 (17) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

 (18) 「※」欄は、記入しないでください。  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

異動届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人を含む。）が事業年度等の変更、

納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による

営業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長

に届け出るときに使用してください。 

 (注) 会社の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の

届出は必要ありません。 

２ この届出書は次の提出先にそれぞれ 1 通（調査課所管法人にあっては 2 通）提出してください。 

 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 

 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 

② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 

   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 

３ この届出書は、次の書類を添付してください。 

 (1) 届出の事項が登記を要するものである場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明

書)又は登記簿謄本若しくは抄本 

 (2) 事業年度の変更等で定款、寄付行為、規則又は規約の変更等を要するものである場合は、その写し 

 (3) 会社の合併を行った場合には、合併契約書の写し 

 (4) 会社の分割を行った場合には、分割計画書又は分割契約書の写し 

 (5) その他参考となる書類 

４ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地（本店又は主た

る事務所の所在地）」、「代表者氏名」、及び「代表者住所」を記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法

人名」、「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人

となる法人）の□にレ印を付してください。 

② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は

連結親法人となる法人）の□にレ印を付してください。    

 (3) 会社の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 

  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合の記載事項 

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

本店又は主たる 

事務所の所在地 

(連結子法人) 

  

△△△ □□□ ○○

 

14・ ○ ・ ○ 

  ロ 合併等の場合の記載事項       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日 

吸 収 合 併 

(連結子法人) 

 吸収合併により連結子 

法人△△が□□を合併 

（合併期日） 

1 4 ・ ○ ・ ○ 

   なお、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係

等を有しなくなった旨を記載した書類」の提出が必要です。 

 (4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 

 (5) 「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の該当番号を○で囲んでください。 

   また、ここに記載していない書類を添付した場合は、その書類の名称を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

異動内容を記載 

議事録等を

決定した日

異動事項等の該当する法人

の親・子の関係を記載 

合併の内容

を簡記する 合併契約書において合併期日と

定めた日を記載する。 

異動届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人を含む。）が事業年度等の変更、

納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による

事業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長

に届け出るときに使用してください。 

 (注) 会社の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の

届出は必要ありません。 

２ この届出書は次の提出先にそれぞれ 1 通（調査課所管法人にあっては 2 通）提出してください。 

 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 

 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 

② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 

   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 

３ この届出書は、次の書類を添付してください。 

 (1) 届出の事項が登記を要するものである場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明

書)又は登記簿謄本若しくは抄本 

 (2) 事業年度の変更等で定款、寄付行為、規則又は規約の変更等を要するものである場合は、その写し 

 (3) 会社の合併を行った場合には、合併契約書の写し 

 (4) 会社の分割を行った場合には、分割計画書又は分割契約書の写し 

 (5) その他参考となる書類 

４ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地（本店又は主た

る事務所の所在地）」、「代表者氏名」、及び「代表者住所」を記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法

人名」、「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人

となる法人）の□にレ印を付してください。 

② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は

連結親法人となる法人）の□にレ印を付してください。    

 (3) 会社の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 

  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合の記載事項 

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

本店又は主たる 

事務所の所在地 

(連結子法人) 

  

△△△ □□□ ○○ 

 

1 4・ ○ ・ ○ 

  ロ 合併等の場合の記載事項       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日 

吸 収 合 併 

(連結子法人) 

 吸収合併により連結子 

法人△△が□□を合併 

（合併期日） 

1 4 ・ ○ ・ ○ 

   なお、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係

等を有しなくなった旨を記載した書類」の提出が必要です。 

 (4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 

 (5) 「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の該当番号を○で囲んでください。 

   また、ここに記載していない書類を添付した場合は、その書類の名称を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

異動内容を記載 

議事録等を

決定した日

異動事項等の該当する法人

の親・子の関係を記載 

合併の内容

を簡記する 合併契約書において合併期日と

定めた日を記載する。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 



 

 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
  
 
 
 

 
 （新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 ＊ 法 人 番 号 ＊

業 種 番 号 ＊
事 業 年 度
（ 至 ）

氏　名

部・課

役職名

電　話

②　上場している場合の市場名

④　加入組合等

金額（百万円） 構成割合

工場 店舗 営業所 その他 海外

0

科目

区分

当 期

前 期

前 年 対 比

就任年月

売上 仕入 固定資産 経費

会社事業概況書 （総括表）

　外国法人全体の事業等　　 　国内において行う事業等

応
答
者

①　事業の内容

国内 海外

合 計

　　未上場の場合、株主又は株式
所有異動の有無（１ 有、2 無）

③　関与税理士等

売上総利益

⑤　売上構成比

品名又は事業部等

所得金額営業利益 経常利益

所有株数（千株）

⑩　消費税関係

経理方法（1税込、2税抜）

※前期と比較して著しい変化がある場合は、その主な理由を簡記してください。

そ の 他
支店等

⑥　子会社及び支店等数

子会社

氏　　　　　名 役職名

役職名

⑦　当期の業績の概要（単位：百万円）

法 人 名

売上高 売上原価 当期利益

代表取締役

⑧　主要役員の状況
⑨従業員数

人　　



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 ＊ 法人番号 ＊

業種番号 ＊
事業年度
（ 至 ）

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

直接

会社事業概況書 （子会社の状況）

法 人 名

出資割合等 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 ＊ 法 人 番 号 ＊

業 種 番 号 ＊
事業年度

（至）

①　システムの形態（該当するシステムに○をしてください。） 氏　名

部・課

役職名

電　話

区分 台数 導入年月

ホスト（ｻｰﾊﾞｰ）

Ｄ/Ｂサーバ

パソコン

専用端末機

項目

区分
データの
保存期間

データの
保存期間

財務会計

管理会計

購買監理

販売管理

（　　　　　　）

（　　　　　　）

④　システム関連部門（委託会社）の状況

項目　

　区分 自社 委託 派遣

システム開発

システム運用

システム監査

国内接続先 海外接続先

送信文書 受信文書

磁気媒体等 紙

主要商品名

委託等の状況

⑪　電子決裁データの保存期間

⑫　ネット販売取扱商品（1 デジタルコンテンツ、2 金融商品、3 物品等）

⑧　電子メールの利用業務（1 業務連絡、2 受発注、3 その他） その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）⑩　電子決裁の利用業務（１ 稟議、2 営業報告、3 その他）

⑨　電子決済の利用業務（1 売上、2 仕入、3 材料、4 経費、5 その他）

⑦　電子メールデータの保存期間

法 人 名

応
答
者

ホームページアドレス

自社従業員数

⑤　ネットワークの接続先件数

⑬　ＥＵＣ(1 有、2 無）

⑭　ＥＤＩ取引(1 有、2 無）

⑥　電子メールの取扱規定(1 有、2 無）

設置場所ＯＳ

ホスト・端末型システム

ｸﾗｲｱﾝﾄ/ｻｰﾊﾞｰ型システム

バッチ型システム

②　システムにおける機器の構成状況

パッケージソフト名

パソコン処理（スタンドアロン）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

③　適用業務

会社事業概況書 （コンピュータ処理の概要）

使用プログラム等
（１自社開発、２市販ソフト）

システムの導入（コンピュータ利用） ＥＲＰシステムの導入

メーカー・機器名

担当部門又は委託会社の名称及び所在地



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 番 号 ＊ 法 人 番 号 ＊

業 種 番 号 ＊ 事 業 年 度 （ 至 ）

法 人 名

項目
取引形態

支払

受取

支払

受取

支払

受取

支払

受取

取得

譲渡

取得

譲渡

③　貿易外取引

利 息

為 替 予 約

証 券 の 売 買

不 動 産 の 売 買

そ の 他

④　外国為替取引

項目

取引形態

会社事業概況書 （海外取引等の概要）

①　外国子会社数等について

応 答 者

部 ・ 課

外国子会社のうち100％子会社数 役 職 名社

　社（うち　　　　　社）

②　貿易取引等

特 定 外 国 子 会 社 数
（ う ち 、 100 ％ 子 会 社 数 ） 氏 名

海 外 工 事 現 場 を
保 有 し て い る 事 業 所 数 電 話番号所

  

主な取引先

輸　　　出

輸　　　入

海外工事

その他

先 物

そ の 他

対 象 通 貨1個別、2包括

⑤　オフバランス取引 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

ス ワ ッ プ

オ プ シ ョ ン

手 数 料

ロ イ ヤ リ テ ィ ー

役 務 の 提 供

主な取扱品目等取引金額（億円）

主な取引先、国名
取引金額
（百万円）

  

  

  

  

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

会社事業概況書の記載要領等 

 
 この会社事業概況書は、法人税法施行規則（以下「法規」といいます。）第 35 条第 4 項、第 37 条の 12 第 5 号、第 37

条の 17 第 4号、第 61 条第 1 項及び第 61 条第 2項第 2号に規定する「事業等の概況に関する書類」として、法人が調査査

察部等の所掌事務の範囲を定める省令（昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号）に規定する調査課所管法人の場合に

使用してください。 

 なお、記載する内容は、記載要領に説明のない限り、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度末時点に

ついて記載してください。 

 

 当該会社事業概況書は、「総括表」、「子会社の状況」、「コンピュータ処理の概要」及び「海外取引等の概要」について次

により記載します。 

１ 【総括表】 

 (1) 法人が、法人税法（以下「法」といいます。）第 2条第 4項に規定する外国法人の場合には、「外国法人全体の事業

等」及び「国内において行う事業等」それぞれについて記載が必要となります。このため、「□ 外国法人全体の事業

等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付して記載してください。 

   なお、法人が、法第 2条第 3項に規定する内国法人の場合には、法人が行う事業等について記載してください。（「□

外国法人全体の事業等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付す必要はありません。） 

 (2) 「① 事業の内容」欄は、営む事業の内容を記載してください。 

 (3) 「② 上場している場合の市場名」欄は、法人が上場している場合の市場名を記載してください。また、「未上場の

場合、株主又は株式所有異動の有無（1 有、2 無）」欄は、法人が未上場の場合で、添付する確定申告書等の事業年度

期間内に株主又は株式所有異動があった場合には「１」を、異動がなかった場合には「２」を記載してください。

 (4) 「③ 関与税理士等」欄は、税理士、公認会計士等の氏名を記載してください。 

 (5) 「④ 加入組合等」欄は、主な加入組合、団体等及び役職名を記載してください。 

 (6) 「⑤ 売上構成比」の「品名又は事業部等」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間内

において売上高の多い順に記載してください。「合計」欄は、「⑦ 当期の業績の概要」の「当期 売上高」欄に合致

します。 

   ※「当期」とは、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間をいいます。（以下同じです。） 

 (7) 「⑥ 子会社及び支店等数」の「子会社」欄は、直接、間接を問わず出資割合又は議決権所有割合（以下、「出資割

合等」といいます。）が 50％超の子会社について、子会社の所在地により国内及び海外それぞれに分けてその総数を

記載してください。 

「支店等数」欄は、所在地が国内の「工場」、「店舗」、「営業所（支店を含む）」、「その他（出張所、駐在員事務所、

倉庫等）」について、それぞれの欄に分けてその総数を記載し、支店等（支店等とは、「工場、店舗、営業所、支店、

出張所、駐在員事務所、倉庫等」をいいます。以下同じです。）の所在地が海外の場合にはその総数を「海外」欄に

記載してください。 

 (8) 「⑦ 当期の業績の概要」欄は、前期（当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の前事業年度期間をいいます。）

と比較して著しい変化がある場合には、その主な理由についても簡記してください。 

 (9) 「⑧ 主要役員の状況」欄は、代表取締役以外の役員については、就任期間の長い役員から順に記載してください。

 (10)「⑨ 従業員数」欄は、役員を除く従業員数を記載してください。なお、使用人兼務役員は従業員数に含めてくだ

さい。 

(11)「⑩ 消費税関係」欄は、消費税の経理処理の方法について、税込みの場合は「１」を、税抜きの場合は「２」を

各項目の欄に記載してください。 

  なお、「外国法人全体の事業等」について記載する場合には、「⑩ 消費税関係」欄については記載する必要はあり

ません。 

 

２ 【子会社の状況】 

 (1) 直接、間接及び国内、国外を問わず出資割合等が 50％超の子会社について記載してください。 

   ただし、法人が別表十七(三)「国外関連者に関する明細書」を提出している場合には、当該明細書に記載のある子

会社については、省略しても構いません。 

 (2) 当該「子会社の状況」の項目を含む既存の資料がある場合には、当該「子会社の状況」に代えて提出しても構いま

せん。その場合、出資割合等が 50％超でない子会社が含まれていても構いません。 

 (3)「資本金」の欄は、当該子会社が内国子会社の場合には、百万円単位で記載し、外国子会社の場合には、当該外国子

会社の現地通貨略号と資本金額（千現地通貨単位）を記載してください。 

 (4)「事業種目」の欄は、当該子会社が現実に営んでいる業種について簡記してください。 

 (5)「出資割合等」の「間接」欄は、掛け算方式で算出した割合を記載してください。 

    （例）     Ａ 社     

             ↓ 80％出資 

            Ｂ 社              80％×70％＝56％ 

             ↓ 70％出資          この場合、Ａ社のＣ社に対する出資割合等は、 

            Ｃ 社              間接出資 56％となります。 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 

 

 

 
 （新 設） 

 

３ 【コンピュータ処理の概要】 

(1) 「① システムの形態」欄は、該当する形態の欄に「○」を記載してください。 

  「その他」に「○」を記載した場合には、その具体的な形態を「（   ）」に記載してください。 

(2) 「② システムにおける機器の構成状況」欄は、次により記載してください。 

イ 「メ－カ－・機器名」欄は、区分ごとの機器の製造会社名、機器の名称を記載してください。 

ロ 「ＯＳ」欄は、該当するソフトのバ－ジョン名まで記載してください。 

(3) 「③ 適用業務」欄は、次により記載してください。 

イ 「システムの導入（コンピュータの利用）」欄は、利用がある場合には適用業務ごとに、「１ 自社開発」か

「２ 市販ソフト」かいずれかの番号を記載し、「１ 自社開発」の場合には、主なトランザクションファイル名

を「２ 市販ソフト」の場合には、市販ソフト名を記載してください。 

  適用業務のうち区分欄に記載のない業務（例えば在庫管理、原価管理、人事給与など）がある場合は（ ）内に

記載してください。 

ロ 「ERP システムの導入」欄は、利用がある場合には適用業務ごとに、使用パッケージソフト名及びメーカー名を

記載してください。 

ハ 「データ保存期間」欄には、「○ヶ月」又は「○年」と記載してください。 

 (4) 「④ システム関連部門（委託会社）の状況」の各欄は、次により記載してください。 

イ 「委託等の状況」欄は、該当する□にレ印を付してください。 

ロ 「担当部門又は委託会社の名称及び所在地」欄は、システム開発、運用及び監査をそれぞれ自社で行っている場

合には担当部門名を記載し、委託又は派遣によっている場合には該当区分別に委託会社又は派遣会社の名称及び所

在地を記載してください。 

 (5) 「⑤ ネットワークの接続先件数」欄は、法人が利用している LAN や WAN などに接続している親会社、子会社、

支店、営業所等の数を接続先の所在地により国内及び海外に分けて記載してください。 

 (6) 「⑥ 電子メールの取扱規定」、「⑬ EUC」及び「⑭ EDI 取引」の各欄は、該当番号を記載してください。 

 (7) 「⑦ 電子メールデータの保存期間」及び「⑪ 電子決裁データの保存期間」欄には、それぞれの項目について

「○ヶ月」又は「○年」と記載してください。 

 (8) 「⑧ 電子メールの利用業務」、「⑨ 電子決済の利用業務」及び「⑩ 電子決裁の利用業務」欄は、該当番号を

記載のうえ、「その他」に該当する場合には、その内容を「その他（   ）」に簡記してください。 

 (9) 「⑫ ネット販売取扱商品」欄は、該当番号を記載のうえ、主要商品名を記載してください。 

(10) 用語の意味 

 イ 「ERP(Enterprise Resource Planning)システム」 

   企業活動（生産・販売・財務会計など）に必要な経営資源の有効活用の観点から統合的に管理するシステムです。

 ロ 「EUC（End User Computing）」 

   企業内で、コンピュータシステムを利用して現場で実際に業務を行う者（エンドユーザ）が、自らシステムの構

築や運用・管理に携わることです。 

 ハ 「EDI(Electronic Data Interchange)取引」 

   商取引に関する情報を企業間で電子的に交換する仕組みです。 

   専用回線を使用する取引のほかインターネットを利用した電子データ交換があります。 

 

４  【海外取引等の概要】 

 (1) 「① 外国子会社数等について」の各欄は、次により記載します。 

イ 「外国子会社のうち 100％子会社数」欄は、外国子会社のうち出資割合等が 100％の外国子会社の総数を記載し

てください。 

ロ 「特定外国子会社数（うち、100％子会社数）」欄は、租税特別措置法第 66 条の６第 1 項に規定する特定外国子

会社等に該当する子会社の総数とそのうち出資割合等が 100％の子会社に該当する総数をそれぞれ記載してくださ

い。 

ハ 「海外工事現場を保有している事業所数」欄は、海外に所在する支店等が海外工事現場を保有している場合には、

その総数を記載してください。 

 (2) 「② 貿易取引等」の各欄は、次により記載します。 

  イ 「取引金額（億円）」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間に行った取引の総額を

それぞれの取引形態の欄に記載してください。 

  ロ 「取引形態」の「輸出」及び「輸入」欄は、直接貿易を行っているものについて記載し、商社等との間で行う間

接的な貿易については記載を要しません。 

  ハ 「主な取扱品目等」欄は、主要な取扱品目等を、2,3 種類、例えば、「電子計算機、原油」のように具体的に記載

し、「海外工事」については具体的なプロジェクトの名称を記載してください。 

ニ 「主な取引先国等」欄は、取引金額の多いところから 3 ヵ国程度記載してください。 

 (3) 「③ 貿易外取引」の各欄は、次により記載します。なお、法人が別表十七(三)「国外関連者に関する明細書」を

提出している場合には、当該明細書に記載のある取引については、省略しても構いません。また、所定の項目以外の

取引がある場合には、「その他」欄に記載してください。 

  イ 「取引金額（百万円）」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間に行った取引の総額

をそれぞれの取引形態の欄に記載してください。 

  ロ 「主な取引先、国名」欄は、取引先 2,3 社とそれぞれの国名を記載してください。 

 (4) 「④ 外国為替取引」の「為替予約」欄は、該当番号を記載し、「対象通貨」欄に該当通貨を記載してください。

 (5) 「⑤ オフバランス取引」欄は、取引がある場合には、その内容を記載してください。 

 

５ 【その他】 

 「＊」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
   （廃 止） 

 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

申告期限の延長の特例の申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、法人税法第 75 条の２又

は第 81 条の 24 の規定により、 
  ① 会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、今

後、事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出
できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ② 連結子法人が多数に上ること、その他これに類する理由により連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法
人税の額の計算を了することができないため、今後、連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の連
結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ③ 特別の事情により事業年度終了の日の翌日から３月以内に定時総会が招集されないこと、その他やむを得な
い事情により決算が確定しないため、今後、申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法
人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとする場合 

  ④ 特別の事情により連結事業年度終了の日の翌日から４月以内に連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算を了することができないこと、その他やむを得ない事情があるため、今後申告期限までに法人税
の連結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとす
る場合 

に使用してください。 
   なお、これらの規定は、清算中の法人には適用がありません。 
 
 ２ この申請書の提出期限は、次の区分によりそれぞれ掲げる期限までに納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 
① 確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで 
② 連結確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 
 

 
(注) この申請書により連結確定申告書の提出期限の延長が認められると、この提出期限が連結子法人の個

別帰属額等の届出書の提出期限となります。 

 

 
 ３ 各欄は、次により記載します。 
  
  (1) 申請本文の                         には、いずれか該当する□にレ印を付 
 

してください。 
  (2) 「申告期限延長期間」欄には、申請の内容に応じていずれか該当する□にレ印を付してください。 

なお、確定申告書にあっては２月以上、連結確定申告書にあっては３月以上の月数の指定を受けようとす
る場合には、申告期限の延長の指定を受けようとする月数を「その月数（   ）」の（   ）内に記載してく
ださい。 

  (3) 「確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限まで（指定を受けようとする場合には事業年度終了の日
の翌日から３月以内又は連結事業年度終了の日の翌日から４月以内）に決算が確定しない、又は各連結事業
年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」欄には、
その理由を簡明に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
 
 ４ この申告期限の延長の特例が認められた場合には、延長された期間について利子税を納付する必要があります。 
 

 

 

 
(注)１ 法人税法第 81 条の 24 の規定による連結確定申告書の提出期限の延長が認められるには、同法第

75 条の２の規定による確定申告書の提出期限の延長が認められていた法人も改めて連結確定申告書
に係る「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があることにご注意ください。 

２ この申請書により法人税の確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長が認められた場合で
も、消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 

 
（追 加） 

 

□ 事 業 年 度 か ら 法 人 税 の 確 定 申 告 書  
□ 連結事業年度から法人税の連結確定申告書 

申告期限の延長の特例の申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、内国法人が法人税法第 75 条の２の規定により、又は連結親法人が法人税法第 81 条の 24 の規

定により、 
  ① 会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、今

後、事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出
できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ② 連結子法人が多数に上ること、その他これに類する理由により連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法
人税の額の計算を了することができないため、今後、連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の連
結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ③ 特別の事情により事業年度終了の日の翌日から３月以内に定時総会が招集されないこと、その他やむを得な
い事情により決算が確定しないため、今後、申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法
人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとする場合 

  ④ 特別の事情により連結事業年度終了の日の翌日から４月以内に連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算を了することができないこと、その他やむを得ない事情があるため、今後申告期限までに法人税
の連結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとす
る場合 

に使用してください。 
   なお、これらの規定は、清算中の法人には適用がありません。 
 
 ２ この申請書の提出期限は、次の区分によりそれぞれ掲げる期限までに納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 
① 確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで 
② 連結確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 
 
(削 除) 
 
 
 

３ 各欄は、次により記載します。 
  
  (1) 申請本文の                         には、いずれか該当する□にレ印を付
 

してください。 
  (2) 「申告期限延長期間」欄には、申請の内容に応じていずれか該当する□にレ印を付してください。 

なお、確定申告書にあっては２月以上、連結確定申告書にあっては３月以上の月数の指定を受けようとす
る場合には、申告期限の延長の指定を受けようとする月数を「その月数（   ）」の（   ）内に記載してく
ださい。 

  (3) 「確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限まで（指定を受けようとする場合には事業年度終了の日
の翌日から３月以内又は連結事業年度終了の日の翌日から４月以内）に決算が確定しない、又は各連結事業
年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」欄には、
その理由を簡明に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
 
 ４ この申告期限の延長の特例が認められた場合には、延長された期間について利子税を納付する必要があります。
 

 

 
(注)１ 法人税法第 81 条の 24 の規定による連結確定申告書の提出期限の延長が認められるには、同法第

75 条の２の規定による確定申告書の提出期限の延長が認められていた法人も改めて連結確定申告書
に係る「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があることにご注意ください。 

２ この申請書により法人税の確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長が認められた場合で
も、消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 

３ 連結納税の承認申請中において提出された、連結事業年度を対象とした法人税法第 75 条の２の規
定による確定申告書の申告期限の延長の特例の申請書は、連結納税が承認された場合、無効なものと
なります。 

  このため、連結グループから離脱した際に、法人税法第 75 条の２に規定する確定申告書の提出期
限の延長の特例を受けようとする場合は、法律の定める日までに改めて申請書を提出する必要がある
ことにご注意ください。 

４ 連結確定申告書又は個別帰属額等の届出書を提出する法人は、法人税法第 75 条の２の規定による
申請書を提出することができないことにご注意ください。 

５ この申請により連結確定申告書の提出期限の延長の特例が認められると、その提出期限が連結子法
人の個別帰属額等の届出書の提出期限となります。 

 

□ 事 業 年 度 か ら 法 人 税 の 確 定 申 告 書  
□ 連結事業年度から法人税の連結確定申告書 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

            青色申告の承認申請書の記載要領等 
 

 １ この申請書は、法人税法第２条第 16 号に規定する連結申告法人以外の法人が各事業年度における法人税の確

定申告書、中間申告書及び清算事業年度予納申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする

場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄

税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

   なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 

  (1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後３月を経過した日と当該事業年度終

了の日とのうちいずれか早い日の前日 

  (2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日以後３月

を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

  (3) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開

始した日から、その事業年度終了の日までの期間が３月に満たない場合におけるその翌事業年度…その設立

の日又は新たに収益事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早

い日の前日 

   （注）外国法人については、法人税法第 146 条の規定によって提出してください。 

  (4) 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の

前日の属する事業年度…当該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

  (5) 内国法人が、法人税法第４条の５第２項第４号又は第５号(連結納税の承認の取消し)の規定により第４条

の２(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度…当

該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

  (6) 内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合におけるそ

の取り消された日の属する事業年度…当該取消日以降３月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から

２月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

  (7)  内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合におけるそ

の取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が３月に満たない場合における当

該事業年度後の各事業年度…当該取消日以後３月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から２月を

経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

  (8) 法人税法第４条の５第３項の承認を受けて第４条の２の適用を受けることをやめることとなった内国法人

の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度…当該翌事業年度開始の日以後３月を経過し

た日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

 ３ 「参考事項」欄は、次により記載してください。 

  (1) ｢帳簿組織の状況」欄には、貴法人の伝票から総勘定元帳までの帳簿書類等の種類、形態及び記帳の時期を

記載します。なお､｢左の帳票の形態｣ 欄には、例えば､｢３枚複写伝票｣ 、「大学ノート」､｢ルーズリーフ｣ ､｢装

丁帳簿｣ のように記載し､｢記帳の時期｣ 欄には、例えば､｢毎日｣ ､｢１週間ごと｣ ､｢１０日ごと｣ のように記

載します。 

  (2) 「特別な経理方法の採用の有無」欄は、貴法人がイ又はロのいずれかに該当する場合には、該当項目を○

で囲んで表示してください。 

  (3) 「税理士が関与している場合におけるその関与度合」欄は、その関与度合を例えば､｢総勘定元帳の記帳か

ら一切の事務」､｢伝票整理から一切の事務｣ のように具体的に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
   
  （注）連結納税の承認申請中において提出された、連結事業年度を対象とした青色申告の承認申請書は、連結納

税が承認された場合、無効なものとなります。 
     このため、連結グループから離脱した際に、青色申告の承認を受けようとする場合は、法律の定める日ま

でに改めて申請書を提出する必要があることにご注意ください。 

            青色申告の承認申請書の記載要領等 
 

 １ この申請書は、各事業年度における法人税の確定申告書、中間申告書及び清算事業年度予納申告書を青色申告

書によって提出することの承認を受けようとする場合に使用してください。 

 

 ２ この申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄

税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

   なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。 

  (1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後３月を経過した日と当該事業年度終

了の日とのうちいずれか早い日の前日 

  (2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日以後３月

を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

  (3) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開

始した日から、その事業年度終了の日までの期間が３月に満たない場合におけるその翌事業年度…その設立

の日又は新たに収益事業を開始した日以後３月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早

い日の前日 

   （注）外国法人については、法人税法第 146 条の規定によって提出してください。 

  (4) 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の

前日の属する事業年度…当該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

  (5) 内国法人が、法人税法第４条の５第２項第４号又は第５号(連結納税の承認の取消し)の規定により第４条

の２(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度…当

該事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の前日 

  (6) 内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合におけるそ

の取り消された日の属する事業年度…当該取消日以降３月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から

２月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

  (7)  内国法人が法人税法第４条の５第２項各号の規定により第４条の２の承認を取り消された場合におけるそ

の取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が３月に満たない場合における当

該事業年度後の各事業年度…当該取消日以後３月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から２月を

経過する日とのうちいずれか早い日の前日 

  (8) 法人税法第４条の５第３項の承認を受けて第４条の２の適用を受けることをやめることとなった内国法人

の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度…当該翌事業年度開始の日以後３月を経過し

た日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 

 ３ 「参考事項」欄は、次により記載してください。 

  (1) ｢帳簿組織の状況」欄には、貴法人の伝票から総勘定元帳までの帳簿書類等の種類、形態及び記帳の時期を

記載します。なお､｢左の帳票の形態｣ 欄には、例えば､｢３枚複写伝票｣ 、「大学ノート」､｢ルーズリーフ｣ ､｢装

丁帳簿｣ のように記載し､｢記帳の時期｣ 欄には、例えば､｢毎日｣ ､｢１週間ごと｣ ､｢１０日ごと｣ のように記

載します。 

  (2) 「特別な経理方法の採用の有無」欄は、貴法人がイ又はロのいずれかに該当する場合には、該当項目を○

で囲んで表示してください。 

  (3) 「税理士が関与している場合におけるその関与度合」欄は、その関与度合を例えば､｢総勘定元帳の記帳か

ら一切の事務」､｢伝票整理から一切の事務｣ のように具体的に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
   
  （追 加） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、有価証券を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法

人が、新たに有価証券を取得した場合又は従来所有していた有価証券と法人税法施行令（以下「法令」といいま

す｡)第 119 条の２第２項に掲げる区分及び種類の異なった有価証券を新たに取得した場合において、その取得し

た有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る場合に使用してください。（法令第 119 条の５・第

155 条の６） 

   (注) １ 法令第 119 条の２第２項に掲げる区分とは、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はその他

有価証券の別をいいます。 

     ２ 法令第 119 条の２第３項第１号に掲げる保険業法第 118 条第１項《特別勘定》に属する有価証券を有

する法人については、その特別勘定に属する有価証券である旨を参考事項欄に記載した上、別葉にして

この届出書を提出してください｡ 

     ３ 種類とは、おおむね証券取引法第２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を除きます｡)の各号及

び第２項第１号《定義》ごとの区分によります。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同条第

１項第１号から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分します。し

たがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予約

権を表示する証券を含みます｡）、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類

の異なる有価証券として区分することができます｡ 

       また、新株予約権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨

建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内

国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

 ２ この届出書は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１項に

規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、納

税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はそ

の他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、その区別ごとに評価方

法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) 「種類」欄には、新たに取得した有価証券の種類について 1の(注)3 に掲げる別に応じたその有価証券の種

類を、例えば「外国法人発行の円貨建社債」等のように記載してください。 

  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 

  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする有価証券の取得年月日を記載してください。 

  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、有価証券を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法

人が、新たに有価証券を取得した場合又は従来所有していた有価証券と法人税法施行令（以下「法令」といいま

す｡)第 119 条の２第２項に掲げる区分及び種類の異なった有価証券を新たに取得した場合において、その取得し

た有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る場合に使用してください。（法令第 119 条の５・第

155 条の６） 

   (注) １ 法令第 119 条の２第２項に掲げる区分とは、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はその他

有価証券の別をいいます。 

     ２ 法令第 119 条の２第３項第１号に掲げる保険業法第 118 条第１項《特別勘定》に属する有価証券を有

する法人については、その特別勘定に属する有価証券である旨を参考事項欄に記載した上、別葉にして

この届出書を提出してください｡ 

     ３ 種類とは、おおむね証券取引法第２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を除きます｡)の各号及

び第２項第１号《定義》ごとの区分によります。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同条第

１項第１号から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分します。し

たがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株引受

権を表示する証券若しくは証書を含みます｡）、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、

それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます｡ 

       また、転換社債又は新株引受権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として

区分し、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国

若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができま

す。 

 ２ この届出書は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１項に

規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、納

税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券又はそ

の他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、その区別ごとに評価方

法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) 「種類」欄には、新たに取得した有価証券の種類について 1の(注)3 に掲げる別に応じたその有価証券の種

類を、例えば「外国法人発行の円貨建社債」等のように記載してください。 

  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 

  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする有価証券の取得年月日を記載してください。 

  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

 

 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

   棚卸資産の評価方法 

   有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
の変更承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、既に選定している棚卸資

産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとする場合に使用してください。

（法人税法施行令第 30 条・第 119 条の６・第 155 条の６） 

   この場合、棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であるとき

は、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

 ２ この申請書は、新たに棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用しようと

する事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

 ３ この申請書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請と有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承

認申請を行う場合に使用することになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。

   また、同時に双方の申請を行う場合には、別々に申請書を提出してください。 

 ４ 棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになっており、

また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券、

その他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によっている評価

方法等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変更しようと

するその区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

 ５ 各欄は、次により記載します。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢事業の種類・有価証券の区分」欄には、棚卸資産については、法人の営んでいる事業の種類（事業所ごと

に選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的等

有価証券、 その他有価証券の別を記載してください。 

  (4) ｢棚卸資産の区分・有価証券の種類」欄には、棚卸資産については、①商品又は製品（副産物及び作業くず

を除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原材料、⑤補助原材料その他の棚卸資

産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、有価証券については、おおむね証券取引法第

２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を除きます。）の各号及び第２項第１号《定義》ごとの区分を記

載します。 

     したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予約

権を表示する証券を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の異

なる有価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号か

ら第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分して記載してください｡ 

   (注) 新株予約権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨建ての有

価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発

行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

  (5) 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たり

の帳簿価額の算出方法（棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出を行

わなかった等のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してくだ

さい。 

  (6) 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳

簿価額の算出方法を採用した事業年度の開始の日を記載してください。 

  (7) 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする棚卸資産の評価方法又は有価証

券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を記載してください。 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 

   棚卸資産の評価方法 

   有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
の変更承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、既に選定している棚卸資

産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとする場合に使用してください。

（法人税法施行令（第 30 条・第 119 条の６・第 155 条の６） 

   この場合、棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であるとき

は、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

 ２ この申請書は、新たに棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用しようと

する事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

 ３ この申請書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請と有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承

認申請を行う場合に使用することになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。

   また、同時に双方の申請を行う場合には、別々に申請書を提出してください。 

 ４ 棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになっており、

また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券、

その他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によっている評価

方法等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変更しようと

するその区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

 ５ 各欄は、次により記載します。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢事業の種類・有価証券の区分」欄には、棚卸資産については、法人の営んでいる事業の種類（事業所ごと

に選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的等

有価証券、 その他有価証券の別を記載してください。 

  (4) ｢棚卸資産の区分・有価証券の種類」欄には、棚卸資産については、①商品又は製品（副産物及び作業くず

を除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原材料、⑤補助原材料その他の棚卸資

産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、有価証券については、おおむね証券取引法第

２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を除きます。）の各号及び第２項第１号《定義》ごとの区分を記

載します。 

     したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株引受

権を表示する証券若しくは証書を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それ

ぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので

同項第１号から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分して記載してく

ださい｡ 

   (注) 転換社債又は新株引受権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、

外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは

内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

  (5) 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たり

の帳簿価額の算出方法（棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出を行

わなかった等のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してくだ

さい。 

  (6) 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳

簿価額の算出方法を採用した事業年度の開始の日を記載してください。 

  (7) 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする棚卸資産の評価方法又は有価証

券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を記載してください。 

  (8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

  (9) 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

欠損金の繰戻しによる還付請求書の記載要領等 
（ 単 体 申 告 用 ） 

１ この請求書は、次に掲げる場合に使用してください。 

(1) 法人税法（以下「法」といいます。）第 80 条第１項の規定によって各事業年度において生じた欠損金額をそ

の事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

  (注) 法第 80 条第１項の規定は、平成４年４月１日から平成 20 年３月 31 日までの間に終了する各事業年度に

おいて生じた欠損金額については、次の(2)から(4)の欠損金額を除き、適用されませんからご注意くださ

い。（租税特別措置法第 66 条の 12） 

(2) 法第 80 条第４項の規定によって次に掲げる解散等の事実（以下「解散等の事実」といいます。）が生じた

 場合に、当該事実が生じた日前１年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生

じた欠損金額をこれらの事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の

還付を請求する場合 

イ 解 散（適格合併等による解散を除く。） 

ロ 事業の全部の譲渡 

ハ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始 

 ニ 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡（これらの事実が生じたことにより繰越欠損金の損金

算入の適用を受けることが困難となると認められるものに限る。） 

ホ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定 

 （削 除） 

(3) 租税特別措置法第 66 条の 12 第２項に規定する設備廃棄等による欠損金額をその欠損金額が生じた事業年度

開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

(4) 租税特別措置法第 42 条の４第６項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として租税特別措置法

施行令第39条の24第１項で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後５年を経過す

る日を含む事業年度までの各事業年度において生じた欠損金額をその事業年度開始の日前１年以内に開始した

いずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

 

 

 

 

 

２ 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び法人税額の生じ

た事業年度（以下「還付所得事業年度」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた事業年度（以下「欠損事業

年度」といいます｡)まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限って請求することが

できます。 

３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）提出してく

ださい。この場合、還付所得事業年度が２以上ある場合には別葉に作成して提出してください。 

 

(1) 法第 80 条第１項の規定によって提出する場合は、欠損事業年度の確定申告書の提出期限 

  なお、やむを得ない事情によって確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったものと税

 務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることになっていますので、このような

場合には、その事情の詳細を記載した書類を添付してこの請求書を提出してください。 

(2) 法第 80 条第４項の規定によって提出する場合は、解散等の事実が生じた日以後１年以内 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「欠損事業年度の欠損金額」の各欄 

 イ 「欠損金額１」欄には、欠損事業年度において生じた欠損金額（申告書別表１の「所得金額又は欠損金額」

欄に記載された欠損金額）を記載してください。 

 ロ 「同上のうち還付所得事業年度に繰戻す欠損金額２」欄には、欠損事業年度の欠損金額のうち還付所得

事業年度に繰戻しをしようとする金額を記載してください。 

 （注）欠損事業年度の欠損金額は、この請求書を提出する日までに確定した還付所得事業年度の所得金額

が限度となりますからご注意ください。 

(3) 「還付所得事業年度の所得金額」の各欄 

 イ 「所得金額３」欄には、還付所得事業年度の所得金額（申告書別表１の「所得金額又は欠損金額」欄に

 記載された所得金額ですが、その事業年度について更正が行われている場合には、更正決定通知書の「所

得金額又は欠損金額」欄に記載された更正後の所得金額）を記載してください。 

 ロ 「既に欠損金の繰戻しを行った金額４」欄には、還付所得事業年度について、既に欠損金の繰戻しによ

り、その一部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻しを行った欠損金額を記載してください。 

 

欠損金の繰戻しによる還付請求書の記載要領等 
（ 単 体 申 告 用 ） 

１ この請求書は、次に掲げる場合に使用してください。 

(1) 法人税法（以下「法」といいます。）第 80 条第１項の規定によって各事業年度において生じた欠損金額をそ

の事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

  (注) 法第 80 条第１項の規定は、平成４年４月１日から平成 18 年３月 31 日までの間に終了する各事業年度に

おいて生じた欠損金額については、次の(2)から(4)の欠損金額を除き、適用されませんからご注意くださ

い。（租税特別措置法第 66 条の 12） 

(2) 法第 80 条第４項の規定によって次に掲げる解散等の事実（以下「解散等の事実」といいます。）が生じた

 場合に、当該事実が生じた日前１年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生

じた欠損金額をこれらの事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の

還付を請求する場合 

イ 解 散（適格合併等による解散を除く。） 

ロ 営業の全部の譲渡 

ハ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始 

 ニ 営業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡（これらの事実が生じたことにより繰越欠損金の損金

算入の適用を受けることが困難となると認められるものに限る。） 

ホ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定 

ヘ 商法の規定による整理開始の命令 

(3) 租税特別措置法第 66 条の 12 第２項に規定する設備廃棄等による欠損金額をその欠損金額が生じた事業年度

開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

 (4) 次に掲げる事業年度において生じた欠損金額をその事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事 

業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

 イ 租税特別措置法第 42 条の４第７項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として租税特別措置

 法施行令第 39 条の 24 第１項で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後５

年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度 

 ロ 中小企業経営革新支援法第５条第２項に規定する承認経営革新計画に従って同法第２条第３項に規定す

 る経営革新のための事業を行う同条第１項に規定する中小企業者のうち特定のもので同法第９条第２項に規

定する確認を受けたものの同法の施行の日（平成 11 年７月２日）から平成 18 年３月 31 日までの間に終了す

る各事業年度 

２ 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び法人税額の生じ

た事業年度（以下「還付所得事業年度」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた事業年度（以下「欠損事業

年度」といいます｡)まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限って請求することが

できます。 

３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）、欠損

事業年度の確定申告書と同時に提出してください。この場合、還付所得事業年度が２以上ある場合には別葉に

作成して提出してください。 

(1) 法第 80 条第１項の規定によって提出する場合は、欠損事業年度の確定申告書の提出期限 

  なお、やむを得ない事情によって確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったものと税

 務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることになっていますので、このような

場合には、その事情の詳細を記載した書類を添付してこの請求書を提出してください。 

(2) 法第 80 条第４項の規定によって提出する場合は、解散等の事実が生じた日以後１年以内 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「欠損事業年度の欠損金額」の各欄 

 イ 「欠損金額１」欄には、欠損事業年度において生じた欠損金額（申告書別表１の「所得金額又は欠損金額」

欄に記載された欠損金額）を記載してください。 

 ロ 「同上のうち還付所得事業年度に繰戻す欠損金額２」欄には、欠損事業年度の欠損金額のうち還付所得

事業年度に繰戻しをしようとする金額を記載してください。 

 （注）欠損事業年度の欠損金額は、この請求書を提出する日までに確定した還付所得事業年度の所得金額

が限度となりますからご注意ください。 

(3) 「還付所得事業年度の所得金額」の各欄 

 イ 「所得金額３」欄には、還付所得事業年度の所得金額（申告書別表１の「所得金額又は欠損金額」欄に

 記載された所得金額ですが、その事業年度について更正が行われている場合には、更正決定通知書の「所

得金額又は欠損金額」欄に記載された更正後の所得金額）を記載してください。 

 ロ 「既に欠損金の繰戻しを行った金額４」欄には、還付所得事業年度について、既に欠損金の繰戻しによ

り、その一部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻しを行った欠損金額を記載してください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

(4) 「還付所得事業年度の法人税額」の各欄 

 イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得事業年度の納付の確定した法人税額（申告書別表１の

 「差引所得に対する法人税額」欄に記載された所得に対する法人税額ですが、その事業年度について更正

 が行われている場合には、更正決定通知書の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された更正後の法人

税額）を記載してください。 

ロ 「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額７」欄には、還付所得事業年度において法人税

 額から控除した仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額があった場合に、その金額を記載し

てください。 

 ハ 「控除税額８」欄には、還付所得事業年度において法人税額から控除した所得税額、みなし配当の 25％

相当額及び外国税額の合計額を記載してください。 

 なお、還付所得事業年度において法人税額から控除できないため還付を請求した所得税額等については、

これに含まれないことになりますからご注意ください。 

 ニ 「使途秘匿金額に対する税額９」欄には、租税特別措置法第 62 条第１項（使途秘匿金の支出がある場合

の課税の特例）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

 ホ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額 10」欄には、租税特別措置法第３章第５節の２（土地の譲渡等が

ある場合の特別税率）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

 ヘ 「リース特別控除取戻税額 11」欄には、租税特別措置法第 42 条の６第６項又は第７項等の規定により加算

された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

 ト 「既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額 13」欄には、還付所得事業年度について既に欠損金

 の繰戻しにより、その一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還付を受けた法人税額（還付加算

金は含みません｡)を記載してください。 

２ 
(5) 「還付金額 15」欄には、 14×

５
 の算式によって計算した金額（１円未満の端数が生じた場合は

切り捨てます｡)を記載してください。 

 (6) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込み

を希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその口

座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の

記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受取りを希望される場合には、支払を受けるのに便利な郵

便局名を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大である

等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額 15」までの各欄は、修正後の欠損金

額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額と

の差額等は、修正申告書の別表１の「この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額」欄等

に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(4) 「還付所得事業年度の法人税額」の各欄 

 イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得事業年度の納付の確定した法人税額（申告書別表１の

 「差引所得に対する法人税額」欄に記載された所得に対する法人税額ですが、その事業年度について更正

 が行われている場合には、更正決定通知書の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された更正後の法人

税額）を記載してください。 

 ロ 「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額７」欄には、還付所得事業年度において法人税

 額から控除した仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額があった場合に、その金額を記載し

てください。 

 ハ 「控除税額８」欄には、還付所得事業年度において法人税額から控除した所得税額、みなし配当の 25％

相当額及び外国税額の合計額を記載してください。 

 なお、還付所得事業年度において法人税額から控除できないため還付を請求した所得税額等については、

これに含まれないことになりますからご注意ください。 

 ニ 「使途秘匿金額に対する税額９」欄には、租税特別措置法第 62 条第１項（使途秘匿金の支出がある場合

の課税の特例）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

 ホ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額 10」欄には、租税特別措置法第３章第５節の２（土地の譲渡等が

ある場合の特別税率）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

 ヘ 「リース特別控除取戻税額 11」欄には、租税特別措置法第 42 条の６第６項又は第７項等の規定により加算

された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

 ト 「既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額 13」欄には、還付所得事業年度について既に欠損金

 の繰戻しにより、その一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還付を受けた法人税額（還付加算

金は含みません｡)を記載してください。 

２
(5) 「還付金額 15」欄には、 14×

５
の算式によって計算した金額（１円未満の端数が生じた場合は

切り捨てます｡)を記載してください。 

 (6) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込み

を希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその口

座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の

記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受取りを希望される場合には、支払を受けるのに便利な郵

便局名を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大である

等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額 15」までの各欄は、修正後の欠損金

額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額と

の差額等は、修正申告書の別表１の「この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額」欄等

に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
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特 定 信 託 に 係 る 欠 損 金 の 繰 戻 し 

に よ る 還 付 請 求 書 の 記 載 要 領 等 

 

１ この請求書は、法人税法第82条の15の規定によって計算期間の欠損金額をその計算期間開始の日前１年以内

に開始したいずれかの計算期間に繰り戻し、特定信託に係る法人税額の還付を請求する場合に使用してくださ

い。 

２ 特定信託に係る欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び

法人税額の生じた計算期間（以下「還付所得計算期間」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた計算期間

（以下「欠損計算期間」といいます｡)まで、連続して青色申告書である特定信託確定申告書を提出している場

合に限って請求することができます。 

３ この請求書は、欠損計算期間の特定信託確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査

課所管法人の場合は３通）、欠損計算期間の特定信託確定申告書と同時に提出してください。この場合、還付

所得計算期間が２以上ある場合には別葉に作成して提出してください。 

なお、やむを得ない事情によって特定信託確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったも

のと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることになっていますので、このよ

うな場合には、その事情の詳細を記載した書類をこの請求書に添付して提出してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「欠損計算期間の欠損金額」の各欄 

イ 「欠損金額１」欄には、欠損計算期間において生じた欠損金額（申告書別表十九（一）の「所得金額又

は欠損金額」欄に記載された欠損金額）を記載してください。 

ロ 「同上のうち還付所得計算期間に繰戻す欠損金額２」欄には、欠損計算期間の欠損金額のうち還付所得

計算期間に繰戻しをしようとする金額を記載してください。 

(注) 欠損計算期間の欠損金額は、この請求書を提出する日までに確定した還付所得計算期間の所得金額

が限度となりますから御注意ください。 

(3) 「還付所得計算期間の所得金額」の各欄 

イ 「所得金額３」欄には､還付所得計算期間の所得金額（申告書別表十九（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された所得金額ですが、その計算期間について更正が行われている場合には、更正決定通知

書の「所得金額又は欠損金額」欄に記載された更正後の所得金額）を記載してください。 

ロ 「既に欠損金の繰戻しを行った金額４」欄には、還付所得計算期間について、既に欠損金の繰戻しによ

り、その一部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻しを行った欠損金額を記載してください。 

(4) 「還付所得計算期間の法人税額」の各欄 

イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得計算期間の納付の確定した法人税額（申告書別表十九

（一）の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された所得に対する法人税額ですが、その計算期間につ

いて更正が行われている場合には、更正決定通知書の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された更正

後の法人税額）を記載してください。 

ロ 「控除税額７」欄には、還付所得計算期間において法人税額から控除した所得税額、みなし配当の25％

相当額及び外国税額の合計額を記載してください。 

なお、還付所得計算期間において法人税額から控除できないため還付を請求した所得税額等については、 

特 定 信 託 に 係 る 欠 損 金 の 繰 戻 し 

に よ る 還 付 請 求 書 の 記 載 要 領 等 

 

１ この請求書は、法人税法第82条の15の規定によって計算期間の欠損金額をその計算期間開始の日前１年以内

に開始したいずれかの計算期間に繰り戻し、特定信託に係る法人税額の還付を請求する場合に使用してくださ

い。 

２ 特定信託に係る欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求は、欠損金額の繰戻しの対象となる所得金額及び

法人税額の生じた計算期間（以下「還付所得計算期間」といいます｡）から、当該欠損金額の生じた計算期間

（以下「欠損計算期間」といいます｡)まで、連続して青色申告書である特定信託確定申告書を提出している場

合に限って請求することができます。 

３ この請求書は、次の欠損計算期間の特定信託確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通

（調査課所管法人の場合は３通）、欠損計算期間の特定信託確定申告書と同時に提出してください。この場合、

還付所得計算期間が２以上ある場合には別葉に作成して提出してください。 

なお、やむを得ない事情によって特定信託確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったも

のと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることになっていますので、このよ

うな場合には、その事情の詳細を記載した書類をこの請求書に添付して提出してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「欠損計算期間の欠損金額」の各欄 

イ 「欠損金額１」欄には、欠損計算期間において生じた欠損金額（申告書別表十九（一）の「所得金額又

は欠損金額」欄に記載された欠損金額）を記載してください。 

ロ 「同上のうち還付所得計算期間に繰戻す欠損金額２」欄には、欠損計算期間の欠損金額のうち還付所得

計算期間に繰戻しをしようとする金額を記載してください。 

(注) 欠損計算期間の欠損金額は、この請求書を提出する日までに確定した還付所得計算期間の所得金額

が限度となりますから御注意ください。 

(3) 「還付所得計算期間の所得金額」の各欄 

イ 「所得金額３」欄には､還付所得計算期間の所得金額（申告書別表十九（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された所得金額ですが、その計算期間について更正が行われている場合には、更正決定通知

書の「所得金額又は欠損金額」欄に記載された更正後の所得金額）を記載してください。 

ロ 「既に欠損金の繰戻しを行った金額４」欄には、還付所得計算期間について、既に欠損金の繰戻しによ

り、その一部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻しを行った欠損金額を記載してください。 

(4) 「還付所得計算期間の法人税額」の各欄 

イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得計算期間の納付の確定した法人税額（申告書別表十九

（一）の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された所得に対する法人税額ですが、その計算期間につ

いて更正が行われている場合には、更正決定通知書の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された更正

後の法人税額）を記載してください。 

ロ 「控除税額７」欄には、還付所得計算期間において法人税額から控除した所得税額、みなし配当の25％

相当額及び外国税額の合計額を記載してください。 

なお、還付所得計算期間において法人税額から控除できないため還付を請求した所得税額等については、 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

これに含まれないことになりますからご注意ください。 

ハ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額８」欄には、租税特別措置法第３章第５節の２（土地の譲渡等が

ある場合の特別税額）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

ニ 「既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額10」欄には、還付所得計算期間について既に欠損金

の繰戻しにより、その一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還付を受けた法人税額（還付加算

金は含みません。）を記載してください｡ 

2
(5) ｢還付金額12」欄には､ 9×

5
の算式によって計算した金額（円まで計算し、円未満の端数が生

じた場合は切り捨てます。）を記載してください。 

(6) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振

込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください。）、預貯金の種類及

びその口座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通

常貯金口座の記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を

受けるのに便利な郵便局名を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大であ

る等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額12」までの各欄は、修正後の欠

損金額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額

との差額等は､修正申告書の別表十九（一）の｢この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税

額｣欄等に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名

押印してください。  

これに含まれないことになりますからご注意ください。 

ハ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額８」欄には、租税特別措置法第３章第５節の２（土地の譲渡等が

ある場合の特別税額）の規定により加算された税額がある場合に、その金額を記載してください。 

ニ 「既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額10」欄には、還付所得計算期間について既に欠損金

の繰戻しにより、その一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還付を受けた法人税額（還付加算

金は含みません。）を記載してください｡ 

2 
(5) ｢還付金額12」欄には､ 9× 

5 
の算式によって計算した金額（円まで計算し、円未満の端数が生

じた場合は切り捨てます。）を記載してください。 

(6) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振

込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください。）、預貯金の種類及

びその口座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通

常貯金口座の記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を

受けるのに便利な郵便局名を記載してください。 

(7) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求を行った後に、その請求の基礎となった欠損金額が過大であ

る等のため修正申告書を提出する場合には、「欠損金額１」から「還付金額12」までの各欄は、修正後の欠

損金額等に基づいて繰戻しを行った場合の計算を記載し、当初の請求に係る還付金額と修正による還付金額

との差額等は､修正申告書の別表十九（一）の｢この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税

額｣欄等に記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名

押印してください。  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

継続等の場合の所得税額等の還付請求書の記載要領等 

 

１ この請求書は、清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納

申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合に使用してください。 

２ 継続等の場合の所得税額等の還付請求は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年

度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に請求があった場合に限ります。 

３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）、

清算事業年度予納申告書と同時に提出してください。 

(1) 継続の場合は、継続の日の前日 

(2) 合併により消滅した場合は、合併の日の前日 

の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出の日 

なお、やむを得ない事情によって清算事業年度予納申告書をその提出期限までに提出することが

できなかったものと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることにな

っていますので、このような場合には、その事情の詳細を記載した書類を添付してこの請求書を提出

してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「還付を受けようとする税額の計算」の各欄 

イ 「所得税の額等１」欄には、みなし配当金額の 25％相当額と預貯金の利子及び合同運用信託

の収益の分配等の収入金額について課される所得税額のうち控除を受ける所得税額の総額との

合計額又は繰越所得税額控除限度超過額を有する適用年度後の事業年度の当期控除額若しくは

繰越所得税額控除限度超過額を有する解散等の日を含む事業年度の当期控除額を記載してくだ

さい。 

ロ 「外国税額２」欄には、当期の控除対象法人税額のうち、当期に控除できる金額を記載してく

ださい。 

(3) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行などの預貯金口

座への振込みを希望されるときはその取引銀行などの名称、預貯金の種類及びその口座番号を記載

してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の

記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を受け

るのに便利な郵便局名を記載してください。 

(4) 「その他参考となるべき事項」欄には、継続等の場合の所得税額等の還付を請求するに当たり参

考となるべき事項があれば記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

継続等の場合の所得税額等の還付請求書の記載要領等 

 

１ この請求書は、清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納

申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合に使用してください。 

２ 継続等の場合の所得税額等の還付請求は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年

度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に請求があった場合に限ります。 

３ この請求書は、次の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に２通（調査課所管法人の場合は３通）、

欠損事業年度の確定申告書と同時に提出してください。 

(1) 継続の場合は、継続の日の前日 

(2) 合併により消滅した場合は、合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出

の日 

なお、やむを得ない事情によって清算事業年度予納申告書をその提出期限までに提出することが

できなかったものと税務署長が認めた場合には、期限後提出のものでも有効に取り扱われることに

なっていますので、このような場合には、その事情の詳細を記載した書類を添付してこの請求書を

提出してください。 

４ この請求書の各欄は、次により記載します。 

(1) 「※」欄は、記載しないでください。 

(2) 「還付を受けようとする税額の計算」の各欄 

イ 「所得税の額等１」欄には、みなし配当金額の 25％相当額と預貯金の利子及び合同運用信託

の収益の分配等の収入金額について課される所得税額のうち控除を受ける所得税額の総額との

合計額又は繰越所得税額控除限度超過額を有する適用年度後の事業年度の当期控除額若しくは

繰越所得税額控除限度超過額を有する解散等の日を含む事業年度の当期控除額を記載してくだ

さい。 

ロ 「外国税額２」欄には、当期の控除対象法人税額のうち、当期に控除できる金額を記載してく

ださい。 

(3) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行などの預貯金口

座への振込みを希望されるときはその取引銀行などの名称、預貯金の種類及びその口座番号を記載

してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の

記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を受け

るのに便利な郵便局名を記載してください。 

(4) 「その他参考となるべき事項」欄には、継続等の場合の所得税額等の還付を請求するに当たり参

考となるべき事項があれば記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

特 定 災 害 防 止 準 備 金 の 計 算 方 法 を 

変更する場合の承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第55条の６第１項の規定の適用を

受けた同条第１項の表の第１号に規定する法人（同項又は同条第９項の規定の適用を受けた被合併法

人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がその適用を受けた後

の事業年度においてその選定した措置法施行令第32条の８第５項各号（同条第６項の規定により読み

替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場合又は措置法第68条の

45 第１項の規定の適用を受けた同条第１項に規定する連結親法人又はその連結子法人で措置法第 55

条の６第１項の表の第１号の上欄に掲げるもの（措置法第68条の45第１項又は第８項の規定の適用

を受けた被合併法人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がそ

の適用を受けた後の連結事業年度においてその選定した措置法施行令第39条の74第２項各号（同条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場

合に使用してください。 

２ この申請書は、新たな特定災害防止準備金の計算方法を採用しようとする事業年度又は連結事業年

度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、

「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分及び変更しようとする計算方法の区分に応じ、該当する

□にレ印を付してください。 

(4) 「計算方法を変更しようとする理由」欄は、この申請により特定災害防止準備金の計算方法を変

更しようとする理由を具体的に記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

特 定 災 害 防 止 準 備 金 の 計 算 方 法 を 

変更する場合の承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第55条の６第１項の規定の適用を

受けた同条第１項の表の第１号に規定する法人（同項又は同条第９項の規定の適用を受けた被合併法

人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がその適用を受けた後

の事業年度においてその選定した措置法施行令第32条の４第４項各号（同条第５項の規定により読み

替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場合又は措置法第68条の

45 第１項の規定の適用を受けた同条第１項に規定する連結親法人又はその連結子法人で措置法第 55

条の６第１項の表の第１号の上欄に掲げるもの（措置法第68条の45第１項又は第８項の規定の適用

を受けた被合併法人等からその適用を受けた岩石採取場の移転を受けた合併法人等を含みます｡）がそ

の適用を受けた後の連結事業年度においてその選定した措置法施行令第39条の74第２項各号（同条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を含みます｡）に掲げる計算の方法を変更しようとする場

合に使用してください。 

２ この申請書は、新たな特定災害防止準備金の計算方法を採用しようとする事業年度又は連結事業年

度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、

「代表者氏名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 中段の本文欄には、該当する法令の区分及び変更しようとする計算方法の区分に応じ、該当する

□にレ印を付してください。 

(4) 「計算方法を変更しようとする理由」欄は、この申請により特定災害防止準備金の計算方法を変

更しようとする理由を具体的に記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による期中損金経理額等 

の損金算入に関する届出書の記載要領等  

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分

社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。ただし、租税特別措置法第 57 条の

５第 13項及び同法第 57条の６第９項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。

以下同じ。）を行った場合において、次の法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金

の額に算入することについて届け出る場合に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む）

 

法人税法等 法人税法施行規則 租税特別措置法 租税特別措置法施行規則 

法３１③ 

３２③ 

４２⑦ 

４４⑤ 

４５⑦ 

４７⑦ 

４８⑦ 

４９⑤ 

５０⑥ 

５２⑥ 

５３⑤ 

令１３３の２③

   １３９の４⑧ 

 

２１の２ 

２１の３ 

２４の３ 

２４の６ 

２４の７ 

２４の８ 

 ２４の１０ 

 ２４の１２ 

２５ 

２５の６ 

２５の８ 

 ２７の１７ 

２８の２ 

 

※ 読み替え規定有り（令 155 の６②） 

５５の５ ⑧ 

６８の４４⑦ 

５５の６ ⑩ 

６８の４５⑨ 

５５の７ ⑧ 

６８の４６⑦ 

５７の５ ⑬ 

６８の５５⑭ 

５７の６ ⑨ 

６８の５６⑩ 

５７の８ ⑪ 

６８の５８⑩ 

５８    ⑩ 

６８の６１⑨ 

５６の ２⑪ 

２１の４ 

２２の４６ 

２１の５ ⑬ 

２２の４７⑬ 

２１の５ ⑭ 

２２の４７⑭ 

２１の１３② 

２２の５６② 

２１の１３の２ 

２２の５７ 

２１の１４⑤ 

２２の５８⑤ 

２１の１６⑥ 

２２の６０⑥ 

２１の ７ 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通（調査課所管法人にあって

は２通）提出してください。 

 ３ この届出書には、申告書別表に定める書式に期中損金経理額等の計算に関する明細を記載して添付してくださ

い。ただし、法人税法施行規則第 21 条の２第４号に掲げる事項及び同規則第 21 条の３第４号に掲げる事項につ

いては、別表 16(1)から別表 16(5)までに定める書式に代え、これらの別表の書式と異なる書式（これらの別表

の書式に定める項目を記載しているものに限ります。）によることができます。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表

者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文の条項欄には、上表の区分に応じ、該当する法人税法等又は租税特別措置法の根拠条項を記載してく

ださい。 

(4) 「その他要記載事項」欄は、上表の区分に応じ、届け出る手続の記載事項等を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

適格分社型分割等による期中損金経理額等 

の損金算入に関する届出書の記載要領等  

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分

社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。ただし、租税特別措置法第 57 条の

５第 13項及び同法第 57条の６第９項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。

以下同じ。）を行った場合において、次の法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金

の額に算入することについて届け出る場合に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む）

 

法人税法等 法人税法施行規則 租税特別措置法 租税特別措置法施行規則 

法３１③ 

３２③ 

４２⑦ 

４４⑤ 

４５⑦ 

４７⑦ 

４８⑦ 

４９⑤ 

５０⑥ 

５２⑥ 

５３⑤ 

令１３３の２③ 

   １３９の４⑧ 

 

２１の２ 

２１の３ 

２４の３ 

２４の６ 

２４の７ 

２４の８ 

 ２４の１０ 

 ２４の１２ 

２５ 

２５の６ 

２５の８ 

 ２７の１７ 

２８の２ 

 

※ 読み替え規定有り（令 155 の６①②） 

 

５５の５ ⑧ 

６８の４４⑦ 

５５の６ ⑩ 

６８の４５⑨ 

５５の７ ⑧ 

６８の４６⑦ 

５７の５ ⑬ 

６８の５５⑭ 

５７の６ ⑨ 

６８の５６⑩ 

５７の８ ⑪ 

６８の５８⑩ 

５８    ⑩ 

６８の６１⑨ 

５６   ⑪ 

６８の４８⑩ 

２１の４ 

２２の４６ 

２１の５ ⑨ 

２２の４７⑨ 

２１の５ ⑩ 

２２の４７⑩ 

２１の１３② 

２２の５６② 

２１の１３の２ 

２２の５７ 

２１の１４⑤ 

２２の５８⑤ 

２１の１６⑥ 

２２の６０⑥ 

２１の ７ 

２２の４９ 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通（調査課所管法人にあって

は２通）提出してください。 

 ３ この届出書には、申告書別表に定める書式に期中損金経理額等の計算に関する明細を記載して添付してくださ

い。ただし、法人税法施行規則第 21 条の２第４号に掲げる事項及び同規則第 21 条の３第４号に掲げる事項につ

いては、別表 16(1)から別表 16(5)までに定める書式に代え、これらの別表の書式と異なる書式（これらの別表

の書式に定める項目を記載しているものに限ります。）によることができます。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表

者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文の条項欄には、上表の区分に応じ、該当する法人税法等又は租税特別措置法の根拠条項を記載してく

ださい。 

(4) 「その他要記載事項」欄は、上表の区分に応じ、届け出る手続の記載事項等を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

  適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い 

       取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 

       に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
１ 単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適

格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」

といいます。）等の下記の規定にもとづき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した

金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 根  拠  条  文 届 出 根 拠 条 文 

(1) 収用等により取得した代替資産の帳

簿価額を減額 

 

 

措置法第 64 条第８項 

(措置法第 64 の２第８項) 

措置法第 68 条の 70 第７項 

(措置法第 68 の 71 第９項) 

措置法第 64 条第 10 項 

(措置法第 64 条の２第 14 項)

措置法第 68 条の 70 第９項 

(措置法第68条の71第15項)

(2) 収用換地等により取得した交換取得

資産の帳簿価額を減額 

 

措置法第 65 条第５項 

措置法第 68 条の 72 第５項 

措置法第 65 条第６項 

措置法第 68 条の 72 第６項 

(3) 収用等に伴い期中特別勘定を設定 措置法第 64 条の２第２項 

措置法第 68 条の 71 第３項 

措置法第 64 条の２第３項 

措置法第 68 条の 71 第４項 

 

２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、上記１の根拠条文に規定する分割承継法人等の名称

及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、上記１の根拠条文に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。

(5) ｢収用等のあった日又は換地処分等のあった日」欄は、措置法第 64 条第１項・同法第 68 条の 70 第 1 項若

しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する収用等のあった日又は措置法第 65 条第１項・第

68 条の 72 第 1 項に規定する換地処分等のあった日を記載してください。 

(6) ｢収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類」欄は、措置法第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３

項に規定する収用等により譲渡した資産の種類又は第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する収用換地

等により譲渡した資産の種類を記載してください。 

(7) ｢補償金等、対価、清算金の金額又は保留地の対価の額」欄は措置法第 64 条第８項・第 68条の 70 第７項、

第 64 条の２第８項・第 68 条の 71 第９項若しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する補償

金、対価若しくは清算金の金額又は措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する補償金等又は保留

地の対価の額を記載してください。 

(8) ｢交換取得資産の価額｣欄は､措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する交換取得資産の価額を

記載する。 

(9) ｢代替資産又は交換取得資産」欄は措置法第 64 条第１項・第 68 条の 70 第１項に規定する代替資産若しく

は第 65 条第５項・第 68 条の 72 第５項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びに取得年月日又は

措置法施行規則第 22 条の２第９項第６号に規定する取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模

並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(10) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 64 条第８項（第 64 条の２第８項において準用す

る場合を含みます。）・第 68 条の 70 第７項（第 68 条の 71 第９項において準用する場合を含みます。）又は第

65 条第５項・第 68 条の 72 第５項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金

額又は第 64条の２第２項・第 68 条の 71 第３項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別

勘定の金額を記載してください。 

(11) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(四）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に

添付してください。 

(12) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条第 30 項・第 39 条の 99 第 16 項又は第 39 条の２第９項・第 39 条の

100 第８項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(13) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(14) ｢※」欄は、記載しないでください。 

  適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い 

       取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 

       に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
１ 単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適

格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」

といいます。）等の下記の規定にもとづき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した

金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 根  拠  条  文 届 出 根 拠 条 文 

(1) 収用等により取得した代替資産の帳

簿価額を減額 

 

 

措置法第 64 条第８項 

(措置法第 64 の２第８項) 

措置法第 68 条の 70 第７項 

(措置法第 68 の 71 第９項) 

措置法第 64 条第 10 項 

(措置法第 64 条の２第 15 項)

措置法第 68 条の 70 第９項 

(措置法第68条の71第16項)

(2) 収用換地等により取得した交換取得

資産の帳簿価額を減額 

 

措置法第 65 条第５項 

措置法第 68 条の 72 第５項 

措置法第 65 条第６項 

措置法第 68 条の 72 第６項 

(3) 収用等に伴い期中特別勘定を設定 措置法第 64 条の２第２項 

措置法第 68 条の 71 第３項 

措置法第 64 条の２第３項 

措置法第 68 条の 71 第４項 

 

２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、上記１の根拠条文に規定する分割承継法人等の名称

及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、上記１の根拠条文に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。

(5) ｢収用等のあった日又は換地処分等のあった日」欄は、措置法第 64 条第１項・同法第 68 条の 70 第 1 項若

しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する収用等のあった日又は措置法第 65 条第１項・第

68 条の 72 第 1 項に規定する換地処分等のあった日を記載してください。 

(6) ｢収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類」欄は、措置法第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３

項に規定する収用等により譲渡した資産の種類又は第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する収用換地

等により譲渡した資産の種類を記載してください。 

(7) ｢補償金等、対価、清算金の金額又は保留地の対価の額」欄は措置法第 64 条第８項・第 68条の 70 第７項、

第 64 条の２第８項・第 68 条の 71 第９項若しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する補償

金、対価若しくは清算金の金額又は措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する補償金等又は保留

地の対価の額を記載してください。 

(8) ｢交換取得資産の価額｣欄は､措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する交換取得資産の価額を

記載する。 

(9) ｢代替資産又は交換取得資産」欄は措置法第 64 条第１項・第 68 条の 70 第１項に規定する代替資産若しく

は第 65 条第５項・第 68 条の 72 第５項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びに取得年月日又は

措置法施行規則第 22 条の２第９項第６号に規定する取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模

並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(10) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 64 条第８項（第 64 条の２第８項において準用す

る場合を含みます。）・第 68 条の 70 第７項（第 68 条の 71 第９項において準用する場合を含みます。）又は第

65 条第５項・第 68 条の 72 第５項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金

額又は第 64条の２第２項・第 68 条の 71 第３項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別

勘定の金額を記載してください。 

(11) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(四）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に

添付してください。 

(12) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条第 31 項・第 39 条の 99 第 17 項又は第 39 条の２第９項・第 39 条の

100 第８項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(13) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(14) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

       適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の 

       金 額 の 引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親

法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行

った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい

ます。）に特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法

（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第５項・第 68 条の 79 第６項又は阪神・淡路大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第

21 条第５項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人

にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

   (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、「納税

地」、「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表

者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若しくは同

項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条第４項第

２号若しくは同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名

を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでくだ

さい。   

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の８第４項第２号若

しくは同項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21条

第４項第２号若しくは同項第３号に規定する適格分割型分割又は適格分社型分割等の日を

記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68 条の

79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特

別勘定の金額あるいは震災特例法第 21 条第４項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同

項第２号又は同項第３号に規定する特別勘定の金額を記載してください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68

条の 79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定

の金額又は震災特例法第 21 条第４項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に

規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引

き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土

地等にあってはその面積）並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資

産の種類及び取得予定年月日（措置法の規定の適用を受ける場合における措置法第 65 条の

７第１項の表の第１号から第 23 号までの下欄に掲げる資産及び震災特例法の規定の適用を

受ける場合における資産については種類、構造、所在地、及び規模（土地等にあっては、そ

の面積）並びにその取得予定年月日）を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産につい

て適用を受けることとしている措置法第 65 条の７第１項の表・第 68 条の 78 第１項の表又

は震災特例法第 20条第１項の表の各号の区分を記載してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 

適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の 

       金 額 の 引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親

法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行

った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい

ます。）に特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法

（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第５項・第 68 条の 79 第６項又は阪神・淡路大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第

21 条第５項・第 26条の６第６項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人

にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

   (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、「納税

地」、「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表

者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若しくは同

項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条第４項第

２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定する分割承

継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は

該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでください。   

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の８第４項第２号若

しくは同項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21条

第４項第２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定す

る適格分割型分割又は適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68 条の

79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特

別勘定の金額あるいは震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継

法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特別勘定の金額を記載してくださ

い。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68

条の 79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定

の金額又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継法人等に引

き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引

き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土

地等にあってはその面積）並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資

産の種類及び取得予定年月日（措置法の規定の適用を受ける場合における措置法第 65 条の

７第１項の表の第１号から第 18 号までの下欄に掲げる資産及び震災特例法の規定の適用を

受ける場合における資産については種類、構造、所在地、及び規模（土地等にあっては、そ

の面積）並びにその取得予定年月日）を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産につい

て適用を受けることとしている措置法第 65 条の７第１項の表・第 68 条の 78 第１項の表又

は震災特例法第20条第１項の表・第26条の５第１項の表の各号の区分を記載してください。

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適 格 分 社 型 分 割 等 に よ る 特 定 資 産 の 買 換 え の 場 合 に お け る 

買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした 

期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 

 １ 単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、

租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特

例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下記の条文に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中

特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び措置法施行令第 39

条の７第 55 項・第 39 条の 106 第 45 項の規定又は震災特例法施行令第 18 条第 39 項により提出すべき書類の届

出を行う場合に使用してください。 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定資産の買換えの場合におけ

る買換資産の帳簿価額の減額の

届出 

措置法第 65 条の７第９項 

(措置法第 65 条の８第８項) 

措置法第 68 条の 78 第９項 

(措置法第 68 条の 79 第９項) 

震災特例法第 20 条第７項 

(震災特例法第 21 条第８項） 

措置法第 65 条の７第 11 項 

(措置法第 65 条の８第 15 項) 

措置法第 68 条の 78 第 11 項 

(措置法第 68 条の 79 第 16 項) 

震災特例法第 20 条第９項 

(震災特例法第 21 条第 15 項） 

 

(2) 特定資産の譲渡をした場合にお

いて設定した特別勘定の届出 

措置法第 65 条の８第２項 

措置法第 68 条の 79 第３項 

震災特例法第 21 条第２項 

措置法第 65 条の８第３項 

措置法第 68 条の 79 第４項 

震災特例法第 21 条第３項 

 

 

 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地、｢代表者氏名｣、｢代表者

住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９

項、同法第 65 条の８第８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項若しくは第 21 条第８項又

は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項に規定する分割

承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９項、同法第 65 条の８第

８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項若しくは同法第 21 条第８項又は措置法第 65 条の

８第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項に規定する適格分社型分割等の日を

記載してください。 

(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)

並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類､構造、所在地及び規

模(土地等にあっては､その面積)並びにその取得(予定）年月日を記載してください。（なお、取得見込資産が

表の第１号から第 23号までの下欄に掲げる資産以外の場合には取得見込資産の種類及び取得予定年月日を記

載します。） 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の７第９項（措置法第 65 条の８第８項にお

いて準用する場合を含みます。）・同法第 68 条の 78 第９項（同法第 68 条の 79 第９項において準用する場合

を含みます。）又は震災特例法第 20 条第７項（震災特例法第 21 条第８項において準用する場合を含みます。）

の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は措置法第 65 条の８

第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項の規定により損金の額に算入されるこ

れらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は､別表十三(五）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添

付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の７第 55 項・同令第 39 条の 106 第 45 項又は震災特例法施行令第 18

条第 39 項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 

 

適 格 分 社 型 分 割 等 に よ る 特 定 資 産 の 買 換 え の 場 合 に お け る 

買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした 

期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 

 １ 単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、

租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特

例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下記の条文に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中

特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び措置法施行令第 39

条の７第 57 項・第 39 条の 106 第 47 項の規定又は震災特例法施行令第 18 条第 39 項・第 21 条の５第 39 項によ

り提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定資産の買換えの場合におけ 

る買換資産の帳簿価額の減額の 

届出 

措置法第 65 条の７第９項 

(措置法第 65 条の８第８項) 

措置法第 68 条の 78 第９項 

(措置法第 68 条の 79 第９項) 

震災特例法第 20 条第７項 

(震災特例法第 21 条第８項） 

震災特例法第 26 条の５第７項 

(震災特例法第 26 条の６第９項) 

措置法第 65 条の７第 11 項 

(措置法第 65 条の８第 16 項) 

措置法第 68 条の 78 第 11 項 

(措置法第 68 条の 79 第 17 項) 

震災特例法第 20 条第９項 

(震災特例法第 21 条第 15 項） 

震災特例法第 26 条の５第９項 

(震災特例法第 26 条の６第 16 項)

 

(2) 特定資産の譲渡をした場合にお 

いて設定した特別勘定の届出 

措置法第 65 条の８第２項 

措置法第 68 条の 79 第３項 

震災特例法第 21 条第２項 

震災特例法第 26 条の６第３項 

措置法第 65 条の８第３項 

措置法第 68 条の 79 第４項 

震災特例法第 21 条第３項 

震災特例法第 26 条の６第４項 

 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地、｢代表者氏名｣、｢代表者

住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９

項、同法第 65 条の８第８項・同法第 68 条の 79 第９項若しくは震災特例法第 20 条第７項・同法第 26 条の５

第７項、同法第 21 条第８項・同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条の 79 第３

項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する分割承継法人等の名称及び納税

地並びに代表者の氏名について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９項、同法第 65 条の８第

８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項・同法第 26 条の５第７項、同法第 21 条第８項・

同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21

条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)

並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類､構造、所在地及び規

模(土地等にあっては､その面積)並びにその取得(予定）年月日を記載してください。（なお、取得見込資産が

表の第１号から第 18号までの下欄に掲げる資産以外の場合には取得見込資産の種類及び取得予定年月日を記

載します。） 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の７第９項（措置法第 65 条の８第８項にお

いて準用する場合を含みます。）・同法第 68 条の 78 第９項（同法第 68 条の 79 第９項において準用する場合

を含みます。）又は震災特例法第 20 条第７項（震災特例法第 21 条第８項において準用する場合を含みます。）・

同法第 26 条の５第７項（同法第 26 条の６第９項において準用する場合を含みます。）の規定により損金の額

に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条

の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項の規定により損金の額に算入され

るこれらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は､別表十三(五）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添

付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の７第 57 項・同令第 39 条の 106 第 47 項又は震災特例法施行令第 18

条第 39 項・同令第 21 条の５第 39 項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付して

ください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
（新 設） 

 

適格分社型分割等による特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合 

における交換取得資産の帳簿価額の減額に関する届出書及び提出書類の届 

出書の記載要領等 

 
 １ この届出書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分社

型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡）を行う場

合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 66 条第６項・第 68 条の 85 の３

第６項の規定により特定普通財産とその隣接する土地等の交換取得資産の帳簿価額を減額した

ときに、その減額した金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所

管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該連結子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等｣の各欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85

の３第４項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人の場合には、本店又は主

たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日｣欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項に規定する

適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢交換譲渡資産｣の各欄については、当該交換に係る措置法第 66 条第１項に規定する交換譲

渡資産の種類､所在地及び規模並びにその交換年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産｣の各欄については、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項に規定

する交換取得資産の所在地及び規模を記載してください。 

(7) ｢減額した金額｣欄は、措置法第 66 条第４項・第 68 条の 85 の３第４項の規定により損金の

額に算入される同項に規定する減額した金額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等)｣欄は、別表十三(十）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を

当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類｣欄は措置法施行規則第 22 条の９の４第２項・第 22 条の 73 第２項に規定する書

類を記載するとともに、この届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

  

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

  

 
 

 

源泉所得税の誤納額還付請求書の記載要領等 

 

１ この還付請求書は、源泉徴収義務者が、源泉所得税を納付するに当たり誤って正当税額を超えて納付

した場合に、その納付額と正当税額との差額（誤納額といいます｡)の還付を受けようとするときに所轄

税務署長に提出します。 

 

２ この還付請求書には、次の書類を添付してください。 

(1) 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 

(2) 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し 

（例－総勘定元帳の「預り金」勘定の部分など） 

 

３ この還付請求書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、請求者の氏名若しくは名称、住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、この請求の対象とする事務所等の所在地が請求者の住所（居所）又は本店（主たる事務

所）の所在地と異なるときは、この請求の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してくださ

い。 

(2) 「還付を受けようとする金額」欄には､｢誤納額の計算内容」欄において計算した差引誤納額を記

載してください。 

(3) 「誤納を生じた理由」欄には、誤納を生じた理由を簡記してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

源泉所得税の誤納額還付請求書の記載要領等 

 

１ この還付請求書は、源泉徴収義務者が、源泉所得税を納付するに当たり誤って正当税額を超えて納付

した場合に、その納付額と正当税額との差額（誤納額といいます｡)の還付を受けようとするときに所轄

税務署長に提出します。 

 

２ この還付請求書には、誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し（例－総勘定元帳の「預り金」

勘定の部分など）を添付してください。 

 （注）還付内容の確認等に当たり、還付を受けようとする税額を納付した際の所得税徴収高計算書の写

しや納付区分番号（電子納税による場合）について確認させていただく場合があります。 

 

３ この還付請求書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、請求者の氏名若しくは名称、住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、この請求の対象とする事務所等の所在地が請求者の住所（居所）又は本店（主たる事務

所）の所在地と異なるときは、この請求の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してくださ

い。 

(2) 「還付を受けようとする金額」欄には､｢誤納額の計算内容」欄において計算した差引誤納額を記

載してください。 

(3) 「誤納を生じた理由」欄には、誤納を生じた理由を簡記してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

  

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

  

 
 

 

 

源泉所得税の誤納額充当届出書の記載要領等 

 

１ この充当届出書は、源泉徴収義務者が給与等に対する源泉所得税を納付するに当たり誤って正当税額

を超えて納付した場合に、その納付額と正当税額との差額（誤納額といいます｡)をその後納付する給与

等に対する源泉所得税に充当しようとするときに所轄税務署長に提出します。 

ただし、充当が長期間（おおむね３月以上）にわたる場合には別様式の源泉所得税の誤納額還付請求

書で還付の請求をしてください。 

 

２ 給与所得以外の税金について誤納額を生じた場合には、別様式の誤納額還付請求書で還付を請求して

ください。 

 

３ 充当した金額は、所得税徴収高計算書の摘要欄に充当金額何円と記載してください。 

 

４ この充当届出書には、次の書類を添付してください。 

(1) 充当をしようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 

(2) 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し 

（例－総勘定元帳の「預り金」勘定の部分など） 

 

５ この充当届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の氏名若しくは名称、住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務

所）の所在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してくださ

い。 

(2) 「充当しようとする誤納額」欄には､｢誤納額の計算内容」欄において計算した差引誤納額を記載

してください。 

(3) 「誤納を生じた理由」欄には、誤納を生じた理由を簡記してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 

 

源泉所得税の誤納額充当届出書の記載要領等 

 

１ この充当届出書は、源泉徴収義務者が給与等に対する源泉所得税を納付するに当たり誤って正当税額

を超えて納付した場合に、その納付額と正当税額との差額（誤納額といいます｡)をその後納付する給与

等に対する源泉所得税に充当しようとするときに所轄税務署長に提出します。 

ただし、充当が長期間（おおむね３月以上）にわたる場合には別様式の源泉所得税の誤納額還付請求

書で還付の請求をしてください。 

 

２ 給与所得以外の税金について誤納額を生じた場合には、別様式の誤納額還付請求書で還付を請求して

ください。 

 

３ 充当した金額は、所得税徴収高計算書の摘要欄に充当金額何円と記載してください。 

 

４ この充当届出書には、誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し（例－総勘定元帳の「預り金」

勘定の部分など）を添付してください。 

  （注）届出内容の確認等に当たり、充当をしようとする税額を納付した際の所得税徴収高計算書の写し

や納付区分番号（電子納税による場合）について確認させていただく場合があります。 

 

５ この充当届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の氏名若しくは名称、住所（居所）

若しくは本店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務

所）の所在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の名称及び所在地を記載してくださ

い。 

(2) 「充当しようとする誤納額」欄には､｢誤納額の計算内容」欄において計算した差引誤納額を記載

してください。 

(3) 「誤納を生じた理由」欄には、誤納を生じた理由を簡記してください。 

(4) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等

が署名押印してください。 

(5) 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

  

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

（表面）

        外国法人に対する源泉徴収の免除証明書         第    号 

本店又は主たる
事務所の所在地

 

① 

 

外 国 法 人 の

名 称  

所 在 地  

② 

日本における法

人税の納税地に

ある事務所等の 

名 称  

③ 

上記のものは、所得税法施行令第 304 条に規定する要件を備えていると認められます

から、この証明書の発行の日から平成  年  月  日までの間に上記の者に支払う

所得税法第 161 条第１号の２、第１号の３、第２号、第３号、第６号、第 7 号、第 9 号

又は第 10 号に掲げる国内源泉所得については、その支払者は所得税法第 212 条第１項の

規定による源泉徴収を行う必要はありません。 
 

平成  年  月  日            財務事務官 

税務署長          ○印  

 

 

（裏面） 
 

注 意 事 項 
 

１ この証明書の交付を受けた者は、次のことに注意してください。 

(1) この証明書は、所得税法第 180 条第１項に規定する特例の対象となる国内源泉所得の支払を受けるときに、その支払者に提示して

ください。 

(2) 証明書の有効期間中に国内に支店を有しなくなり、又は事業を廃止するなど、所得税法第 180 条第１項各号に掲げる外国法人に該

当しなくなった場合、又は所得税法施行令第 304 条に規定する要件に該当しなくなった場合には、証明書の交付を受けた税務署長に

その旨を記載した届出書を提出するとともに、証明書の提示先にその旨を通知しなければなりません。 

この場合、交付を受けている証明書を、税務署長に提出する上記の届出書に添付しなければなりません。 

(3) 有効期限を経過したとき又は所轄税務署長から所得税法施行令第 304 条に規定する要件に該当しなくなった旨等の通知を受けたと

きは、この証明書は必ず返還してください。 

(4) この証明書を国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他その国

内源泉所得の支払の場所並びに証明書の提示年月日を帳簿に記載しなければなりません。 

(5) 証明書を提示して源泉徴収の免除を受けた国内源泉所得が、国外にある本店又は事務所等にあてて支払われる場合は、その国内源

泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払を受けた年月日その他必要な事項を法人税の納税地にある事務所等に通知し、かつ、その通

知を受けた事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記載しなければなりません。 

(6) 証明書の記載事項を訂正したときは、証明書は無効となります。 

２ この証明書の提示を受けた者は、次のことに注意してください。 

(1) 提示を受けた証明書が有効であるかどうかを確認してください。 

(2) 記載事項を訂正したものは、証明書として無効ですから、それを提示した者に支払う国内源泉所得については、源泉徴収の免除は

できません。 

(3) この証明書は、次の場合に効力を失います。 

① 有効期限を経過したとき 

② この証明書が効力を失ったことについて、官報により公示されたとき 

(4) この証明書が有効であることを確認した場合には、支払に関する書類その他の帳簿に提示を受けた相手方の氏名又は名称及び証明

書の有効期限を記載しておく必要があります。 

(5) 所得税法第 161 条第１号の３に掲げる国内源泉所得については、所得税法第 13 条第１項ただし書に規定する信託で国内にある営業

所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに限ります。 

17．06 改正                               （源１４３２-１） 

（表面） 

        外国法人に対する源泉徴収の免除証明書         第    号 

本店又は主たる
事務所の所在地 

 

① 

 

外 国 法 人 の 

名 称  

所 在 地  

② 

日本における法

人税の納税地に

ある事務所等の 

名 称  

 
③ 

上記の者は、所得税法施行令第 304 条に規定する要件を備えていると認められますか

ら、この証明書の発行の日から平成  年  月  日までの間に上記の者に支払う所

得税法第 161 条第１号の２、第１号の３、第２号、第３号、第６号、第 7 号、第 9 号又

は第 10 号に掲げる国内源泉所得については、その支払者は所得税法第 212 条第１項の規

定による源泉徴収を行う必要はありません。 
 

平成  年  月  日            財務事務官 

税務署長          ○印  

 

 

（裏面） 
 

注 意 事 項 
 

１ この証明書の交付を受けた者は、次のことに注意してください。 

(1) この証明書は、所得税法第 180 条第１項に規定する特例の対象となる国内源泉所得の支払を受けるときに、その支払者に提示して

ください。 

(2) 証明書の有効期間中に国内に支店を有しなくなり、又は事業を廃止するなど、所得税法第 180 条第１項各号に掲げる外国法人に該

当しなくなった場合、又は所得税法施行令第 304 条に規定する要件に該当しなくなった場合には、証明書の交付を受けた税務署長に

その旨を記載した届出書を提出するとともに、証明書の提示先にその旨を通知しなければなりません。 

この場合、交付を受けている証明書を、税務署長に提出する上記の届出書に添付しなければなりません。 

(3) 有効期限を経過したとき又は所轄税務署長から所得税法施行令第 304 条に規定する要件に該当しなくなった旨等の通知を受けたと

きは、この証明書は必ず返還してください。 

(4) この証明書を国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他その国

内源泉所得の支払の場所並びに証明書の提示年月日を帳簿に記載しなければなりません。 

(5) 証明書を提示して源泉徴収の免除を受けた国内源泉所得が、国外にある本店又は事務所等にあてて支払われる場合は、その国内源

泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払を受けた年月日その他必要な事項を法人税の納税地にある事務所等に通知し、かつ、その通

知を受けた事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記載しなければなりません。 

(6) 証明書の記載事項を訂正したときは、証明書は無効となります。 

２ この証明書の提示を受けた者は、次のことに注意してください。 

(1) 提示を受けた証明書が有効であるかどうかを確認してください。 

(2) 記載事項を訂正したものは、証明書として無効ですから、それを提示した者に支払う国内源泉所得については、源泉徴収の免除は

できません。 

(3) この証明書は、次の場合に効力を失います。 

① 有効期限を経過したとき 

② この証明書が効力を失ったことについて、官報により公示されたとき 

(4) この証明書が有効であることを確認した場合には、支払に関する書類その他の帳簿に提示を受けた相手方の氏名又は名称及び証明

書の有効期限を記載しておく必要があります。 

(5) 所得税法第 161 条第１号の３に掲げる国内源泉所得については、所得税法第 13 条第１項ただし書に規定する信託で国内にある営業

所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに限ります。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 
 

 

（同 左）



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 

 

（同 左）



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の 

提 出 の 特 例 に 関 す る 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 

 

１ 提出先等 

この申請書は、所得税法第 203 条の５第１項に規定する公的年金等（以下「公的年金等」といいま

す｡)に係る源泉所得税の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官あて３部（正本１部、副本２部）

提出してください。 

なお、申請者がその納税地を２か所以上有している場合には、この申請書はその支払事務を取り扱う

公的年金等の受給者数の最も多い事務所等に係る納税地（ただし、申請者が主たる事務所の所在地の所

轄税務署の管轄区域内に公的年金等に係る納税地を有している場合には、その納税地とします｡)の所轄

税務署長を経由して提出してください。 

２ 提出期限 

この申請書は、所得税法第 203 条の５第２項に規定する申告書を最初に受理しようとする日の属す

る年の前年10月31日までに提出してください。 

３ 申請書の書き方 

(1) 「納税地」欄には、公的年金等に係る源泉所得税の納税地を記載してください。 

なお、その納税地を２か所以上有している場合には、この申請書を提出する際に経由する税務署

管内の納税地を記載し、それ以外の納税地については、適宜の用紙にその納税地及びその事務所等

の名称を記載しそれを申請書に添付してください。 

(2) 「③」欄には、所得税法第 203条の５第２項に規定する国税庁長官の承認を受けようとする事由

（例えば、受給者に対する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付及び受理のための事

務手続並びにこれに要する事務量等）を記載してください。 

(3) 「④」欄には、申請日の属する年に受理した「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の保管

方法及びこの申請が承認された後において予定している当該申告書（その承認された後において受

理する「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を含みます｡)の保管方法を記載してくだ

さい。 

(4) 「⑤」欄には、申請者が公的年金等に係る源泉所得税の納税地を２か所以上有している場合には、

その納税地ごとに公的年金等（所得税が非課税とされる障害共済年金、遺族共済年金等を除きます｡）

の支払状況を記載してください。 

(追 加) 

 

簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の 

提 出 の 特 例 に 関 す る 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 

 

１ 提出先等 

この申請書は、所得税法第 203 条の５第１項に規定する公的年金等（以下「公的年金等」といいま

す｡)に係る源泉所得税の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官あて３部（正本１部、副本２部）

提出してください。 

なお、申請者がその納税地を２か所以上有している場合には、この申請書はその支払事務を取り扱う

公的年金等の受給者数の最も多い事務所等に係る納税地（ただし、申請者が主たる事務所の所在地の所

轄税務署の管轄区域内に公的年金等に係る納税地を有している場合には、その納税地とします｡)の所轄

税務署長を経由して提出してください。 

２ 提出期限 

この申請書は、所得税法第 203 条の５第２項に規定する申告書を最初に受理しようとする日の属す

る年の前年10月31日までに提出してください。 

３ 申請書の書き方 

(1) 「納税地」欄には、公的年金等に係る源泉所得税の納税地を記載してください。 

なお、その納税地を２か所以上有している場合には、この申請書を提出する際に経由する税務署

管内の納税地を記載し、それ以外の納税地については、適宜の用紙にその納税地及びその事務所等

の名称を記載しそれを申請書に添付してください。 

(2) 「③」欄には、所得税法第 203条の５第２項に規定する国税庁長官の承認を受けようとする事由

（例えば、受給者に対する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付及び受理のための事

務手続並びにこれに要する事務量等）を記載してください。 

(3) 「④」欄には、申請日の属する年に受理した「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の保管

方法及びこの申請が承認された後において予定している当該申告書（その承認された後において受

理する「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を含みます｡)の保管方法を記載してくだ

さい。 

(4) 「⑤」欄には、申請者が公的年金等に係る源泉所得税の納税地を２か所以上有している場合には、

その納税地ごとに公的年金等（所得税が非課税とされる障害共済年金、遺族共済年金等を除きます｡）

の支払状況を記載してください。 

(5)  「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

 

14 07 改正

１ ７ ８ 

16

76

174

184 162 

175 176 177

金融機関の営業所等の（異動）届出書 
平成  年  月  日 

受理日付印 

所得税法施行令第 50 条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の 

規定に基づいてこの届出書を提出します。 
 

国税庁長官 殿 
届出者記入 税務署記入

営業所の所在

地 及 び 名 称 

〒 

○印

新

設

変

更

廃

止

設

定

訂

正

削

除

   
届
出
の
事
由 １ ４ ５ ３ ６ ７

 

該当する数

字を記入し

てください。
  団体 

区分 業 界 コ ー ド 

必

ず

記

入
新設・変更
等年月日

年 月 日

 
 

営業所番号 
        

   

                    

                    

↑(

フ
リ
ガ
ナ)  

                    

          

          

↑ 

名 
 

称 

          

                    

                    

                    

↑(

フ
リ
ガ
ナ) 

                    

          

          

          

↑ 

所 
 

在 
 

地 

          

 「市外局番－市内局番－加入者番号」を記入してください。

新

設

の

場

合

は

全

部

記

入

 

 

 

変

更

の

場

合

は

該

当

欄

の

み

記

入

郵便

番号    －     

電話

番号            

 

都
市
銀
行

地
方
銀
行

信
託
銀
行

長
期
信
用
銀
行

外
国
銀
行

相
互
銀
行 

信
用
金
庫 

商
工
中
金 

信
用
組
合 

労
働
金
庫 

農
林
中
金 

農

協

等 

漁

協

等

証
券
会
社

外
国
証
券

郵

便

局

生
保
会
社

損
保
会
社

そ

の

他

新必

設ず

の記

場入

合・

金融機関等

の種類 

(該当する英

字を記入して

ください。) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ Ｒ Ｓ Ｐ

 

 団体 
区分 業 界 コ ー ド 

新設の・

場合記入

本店の表示 
(本店の場合のみ１と記入)

     

合併等により営

業所等の承継が
ある場合の営業
所番号・・・・ 

        

 

 補完 照会 審 査

 
税務署

整理欄
   

 

（

規

格

Ａ

４

） 
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１ ７ ８ 

16 

76 

174 

184 162 

175 176 177 

金融機関の営業所等の（異動）届出書 
平成  年  月  日 

受理日付印 

所得税法施行令第 50 条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の 

規定に基づいてこの届出書を提出します。 
 

国税庁長官 殿 
届出者記入 税務署記入 

営業所の所在

地 及 び 名 称 

〒 

○印

新

設 

変

更 

廃

止 

設

定 

訂

正 

削

除 

    
届
出
の
事
由 １ ４ ５ ３ ６ ７ 

 

該当する数

字を記入し

てください。
   団体 

区分 業 界 コ ー ド 

必

ず

記

入 
新設・変更 
等年月日 

 年  月   日  
 

 
営業所番号 

        

   

                    

                    

↑(

フ
リ
ガ
ナ)  

                    

          

          

↑ 

名 
 

称 

          

                    

                    

                    

↑(

フ
リ
ガ
ナ) 

                    

          

          

          

↑ 

所 
 

在 
 

地 

          

 「市外局番－市内局番－加入者番号」を記入してください。

新

設

の

場

合

は

全

部

記

入 

 

 

 

変

更

の

場

合

は

該

当

欄

の

み

記

入 

郵便

番号    －     

電話

番号            

 

都
市
銀
行 

地
方
銀
行 

信
託
銀
行 

― 

外
国
銀
行 

― 

信
用
金
庫 

商
工
中
金
等 

信
用
組
合 

労
働
金
庫

農
林
中
金 

農

協

等 

漁

協

等 

証
券
会
社 

外
国
証
券 

郵

便

局 

生
保
会
社

損
保
会
社

そ

の

他

新必 

設ず 

の記 

場入 

合・ 

金融機関等

の種類 

(該当する英

字を記入して

ください。) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ Ｒ Ｓ Ｐ

 

 団体 
区分 業 界 コ ー ド 

新設の・

場合記入 

本店の表示 
(本店の場合のみ１と記入) 

     

合併等により営

業所等の承継が
ある場合の営業
所番号・・・・ 

        

 

 補完 照 会 審査 入 力

 
税務署

整理欄 
    

 

（

規

格

Ａ

４

） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

 

金融機関の営業所等の（異動）届出書の記載要領 
 

この届出書は、金融機関の営業所等が所得税法施行令第 50条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の規定によ

る届出書を提出する場合に使用し、各欄の記入は、次による。 

 

１ 「新設・変更等年月日」欄 ～ ２ 「届出の事由」欄 

  （同 左） 

 

３ 「営業所番号」欄 

金融機関等の種類に応じ、次により記入する。 

金 融 機 関 等 の 種 類 営 業 所 番 号 

Ａ都市銀行 

Ｃ信託銀行 

Ｆ相互銀行 

Ｈ商工中金 

Ｋ農林中金 

Ｂ地方銀行 

Ｄ長期信用銀行

Ｇ信用金庫 

Ｊ労働金庫 

 
団体
区分

業 界 コ ー ド 

        

 

 

金融機関共同コード管理委員会が制定する統一金融機関番号 

（４桁）及び金融機関店舗番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

  

（同 左）  
  

Ｐその他 既に営業所番号が付番されているときは当該番号を記入し、営業所番号が付番さ

れていないときは記入を要しない。 

 

４ 「名称」欄 ～ ８ 「本店の表示」欄 

（同 左） 

 

９ 「合併等により営業所等の承継がある場合の営業所番号」欄 

営業若しくは事業の全部の譲渡若しくは合併等による金融機関の営業所等の廃止により、非課税貯蓄申告書又は特

別非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等又は購入した公債のうち、所得税法第 10条第１項（老人

等の少額預金の利子所得等の非課税）又は租税特別措置法第４条第１項（老人等の少額公債の利子の非課税）の規定

の適用を受けるものの事務の全部が、その営業若しくは事業の譲渡を受けた金融機関等若しくはその合併により設立

した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等の営業所等又は同一金融機関の他の営業所等に移管される場

合に、当該廃止される営業所等がこの届出書を提出する場合に、当該移管先の営業所等の営業所番号を「３ 営業所

番号」欄に準じて記入する。 

なお、当該移管先の営業所等が複数ある場合には、記入を要しない。 

 

金融機関の営業所等の（異動）届出書の記載要領 
 

この届出書は、金融機関の営業所等が所得税法施行令第 50条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の規定によ

る届出書を提出する場合に使用し、各欄の記入は、次による。 

 

１ 「新設・変更等年月日」欄 ～ ２ 「届出の事由」欄 

  （省 略） 

 

３ 「営業所番号」欄 

金融機関等の種類に応じ、次により記入する。 

金 融 機 関 等 の 種 類 営 業 所 番 号 

Ａ都市銀行 

Ｃ信託銀行 

Ｈ商工中金等 

Ｋ農林中金 

Ｂ地方銀行 

Ｇ信用金庫 

Ｊ労働金庫 

 
団体 
区分 

業 界 コ ー ド

        

 

 

金融機関共同コード管理委員会が制定する統一金融機関番号 

（４桁）及び金融機関店舗番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

  

（省 略）  
  

Ｐその他 既に営業所番号が付番されているときは当該番号を記入し、営業所番号が付番さ

れていないときは記入を要しない。 

 

４ 「名称」欄 ～ ８ 「本店の表示」欄 

（省 略） 

 

９ 「合併等により営業所等の承継がある場合の営業所番号」欄 

営業若しくは事業の全部の譲渡若しくは合併等による金融機関の営業所等の廃止により、非課税貯蓄申告書又は特

別非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等又は購入した公債のうち、所得税法第 10条第１項（障害

者等の少額預金の利子所得等の非課税）又は租税特別措置法第４条第１項（障害者等の少額公債の利子の非課税）の

規定の適用を受けるものの事務の全部が、その営業若しくは事業の譲渡を受けた金融機関等若しくはその合併により

設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等の営業所等又は同一金融機関の他の営業所等に移管され

る場合に、当該廃止される営業所等がこの届出書を提出する場合に、当該移管先の営業所等の営業所番号を「３ 営

業所番号」欄に準じて記入する。 

なお、当該移管先の営業所等が複数ある場合には、記入を要しない。 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

 

10 記載例 

(1) 新設合併等の場合 

合併等により金融機関の営業所等が廃止され、当該営業所等の営業等が新たに設立された金融機関の営業所等に

移管された場合 

イ 事例 

合併等年月日 平成 14年５月１日 

合併前                  合併後 

営業所名 営業所番号           営業所名 営業所番号 

Ａ営業所  １１１ 
Ｃ営業所  １１３ 

Ｂ営業所  １１２ 
 

ロ 届出書の記載要領等 

Ａ営業所 

次による。 

項    目 記 入 要 領 等 

変 更 年 月 日 合併年月日の前日（平成 14年４月 30日）を記入する。 

  

（同 左）  
  

Ｂ営業所 

Ａ営業所に準じて記入する。 

Ｃ営業所 

次による。 

項    目 記 入 要 領 等 

変 更 年 月 日 合併年月日（平成 14年５月１日）を記入する。 

  

（同 左）  
  

 

(2) 吸収合併等の場合 

合併等により金融機関の営業所等が廃止され、当該営業所等の営業等が他の営業所等に移管される場合 

イ 事例 

合併等年月日 平成 14年８月１日 

合併前                  合併後 

営業所名 営業所番号           営業所名 営業所番号 

Ａ営業所  １１１ 
Ａ営業所  １１１ 

Ｂ営業所  １１２ 
 

ロ 届出書の記載要領等 

Ａ営業所 

届出書の提出は要しない。 

Ｂ営業所 

次による。 

項    目 記 入 要 領 等 

変 更 年 月 日 合併年月日の前日（平成 14年７月 31日）を記入する。 

  

（同 左）  
  

 

10 記載例 

(1) 新設合併等の場合 

合併等により金融機関の営業所等が廃止され、当該営業所等の営業等が新たに設立された金融機関の営業所等に

移管された場合 

イ 事例 

合併等年月日 平成 18年５月１日 

合併前                  合併後 

営業所名 営業所番号           営業所名 営業所番号 

Ａ営業所  １１１ 
Ｃ営業所  １１３ 

Ｂ営業所  １１２ 
 

ロ 届出書の記載要領等 

Ａ営業所 

次による。 

項    目 記 入 要 領 等 

変 更 年 月 日 合併年月日の前日（平成 18年４月 30日）を記入する。 

  

（省 略）  
  

Ｂ営業所 

Ａ営業所に準じて記入する。 

Ｃ営業所 

次による。 

項    目 記 入 要 領 等 

変 更 年 月 日 合併年月日（平成 18年５月１日）を記入する。 

  

（省 略）  
  

 

(2) 吸収合併等の場合 

合併等により金融機関の営業所等が廃止され、当該営業所等の営業等が他の営業所等に移管される場合 

イ 事例 

合併等年月日 平成 18年５月１日 

合併前                  合併後 

営業所名 営業所番号           営業所名 営業所番号 

Ａ営業所  １１１ 
Ａ営業所  １１１ 

Ｂ営業所  １１２ 
 

ロ 届出書の記載要領等 

Ａ営業所 

届出書の提出は要しない。 

Ｂ営業所 

次による。 

項    目 記 入 要 領 等 

変 更 年 月 日 合併年月日の前日（平成 18年４月 30日）を記入する。 

  

（省 略）  
  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

相 続 財 産 に 係 る 非 上 場 株 式 を そ の 発 行 会 社 に 譲 渡 し た 

場合のみなし配当課税の特例に関する届出書（譲渡人用） 
 

 

（ フ リ ガ ナ ）   

氏 名  
 

○印  

 

 

 

 

平成  年  月  日 
 

税 務 署 長 殿  

譲

渡

人 

住 所 又 は 居 所  
〒 

 

電話    －    －   

租税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行令第 5 条の 2 第 1 項の

規定により、次のとおり届け出ます。 

氏 名  死 亡 年 月 日 平成  年   月   日  

被 相 続 人
死 亡 時 の 住 所 

又 は 居 所 
 

納 付 す べ き 相 続 税 額

又 は そ の 見 積 額 
円 

(注 )納付すべき相続税額又はその見積額が「０円」 

の場合にはこの特例の適用はありません。 

課 税 価 格 算 入 株 式 数  

上 記 の う ち 譲 渡 を 

し よ う と す る 株 式 数 
 

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

 

 

相 続 財 産 に 係 る 非 上 場 株 式 を そ の 発 行 会 社 に 譲 渡 し た 

   場合のみなし配当課税の特例に関する届出書(発行会社用）  
 

 ※整理番号  

（ フ リ ガ ナ ）   

名 称 ○印  

 
 
 
 

平成  年  月  日 
 

税 務 署 長 殿  

発

行

会

社 

所 在 地 

〒 

 

電話    －    －   

上記譲渡人から株式を譲り受けたので、租税特別措置法施行令第 5 条の 2 第 2 項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

譲 り 受 け た 株 式 数  

1 株 当 た り の 譲 受 対 価  

譲 受 年 月 日 平成    年     月     日  

(注 ) 上記譲渡人に納付すべき相続税額又はその見積額が「０円」の場合には、当該特例の適用はありませんの

で、みなし配当課税を行うことになります。この場合、届出書の提出は不要です。 

 

整理簿 確認印 資産回付   通  信 日  付 印 確 認 印

※税務署処理欄 

法
人
課
税
部
門 

   

資
産
課
税
部
門 

  

    年  月  日

 

18･06 改正 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

 

相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した 

場合のみなし配当課税の特例に関する届出書記載要領等 
 

 

この様式は、租税特別措置法第 9 条の 7 の規定の適用を受ける場合に、租税特別措置法施行令第 5 条

の 2 第 1 項の規定に基づき譲渡人が発行会社を経由して提出する書面と、同条第 2 項の規定に基づき発

行会社が前記書面を添付して提出する書面との兼用様式になっていますので、切り離さずに提出してく

ださい。 

 

Ⅰ 譲渡人用の記載要領 

 

１ 譲渡人の「氏名」及び「住所又は居所」の各欄には、租税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項《相続財

産に係る株式をその発行した上場株式等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例》

の規定の適用を受けようとする者の氏名及び住所又は居所を記載してください。 

 

２ 被相続人の「氏名」、「死亡時の住所又は居所」及び「死亡年月日」の各欄には、租税特別措置法

第 9 条の 7 第 1 項の規定の適用を受けようとする者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又

は居所並びに死亡年月日を記載してください。 

 

３ 「納付すべき相続税額又は見積額」欄には、租税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項に規定する特例の

適用を受けようとする非上場株式の取得の基因となった相続又は遺贈につき、その非上場株式を発

行会社に譲渡しようとする人が納付すべき相続税額又はその見積額を記載してください。 

（注）納付すべき相続税額又はその見積額が「０円」の場合には、この特例の適用はありません。

この場合、届出書の提出も不要です。 

 

４ 「課税価格算入株式数」及び「上記のうち譲渡をしようとする株式数」の各欄には、租税特別措

置法施行令第 5 条の 2 第 1 項《相続財産に係る株式をその発行した上場株式等以外の株式会社に譲

渡した場合のみなし配当課税の特例》に規定する課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式

のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数を記載してください。 

 

Ⅱ 発行会社用の記載要領 

 

１ 発行会社の「名称」及び「所在地」の各欄には、租税特別措置法施行令第 5 条の 2 第 1 項の規定

により、書面の提出を受けた非上場会社の名称及び所在地を記載してください。 

 

２ 「譲り受けた株式数」、「1 株当たりの譲受対価」及び「譲受年月日」の各欄には、非上場会社が租

税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項の規定の適用を受けようとする者から譲り受けた課税価格算入株式の

数及び 1 株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載してく

ださい。 

（注）譲渡人に納付すべき相続税額又はその見積額が「０円」の場合には、この特例の適用はありま

せんので、譲受対価の支払いの際にみなし配当課税を行うことになります。 

また、譲渡人に納付すべき相続税額が「０円」であることが、届出書の提出後に判明した場合

にも、みなし配当課税を行うことになります。 

 

「※」欄は、記載しないでください。 

 

相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した 

場合のみなし配当課税の特例に関する届出書記載要領等 
 

 

この様式は、租税特別措置法第 9 条の 7 の規定の適用を受ける場合に、租税特別措置法施行令第 5 条

の 2 第 1 項の規定に基づき譲渡人が発行会社を経由して提出する書面と、同条第 2 項の規定に基づき発

行会社が前記書面を添付して提出する書面との兼用様式になっていますので、切り離さずに提出してく

ださい。 

 

Ⅰ 譲渡人用の記載要領 

 

１ 譲渡人の「氏名」及び「住所又は居所」の各欄には、租税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項《相続財

産に係る株式をその発行した上場株式等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例》

の規定の適用を受けようとする者の氏名及び住所又は居所を記載してください。 

 

２ 被相続人の「氏名」、「死亡時の住所又は居所」及び「死亡年月日」の各欄には、租税特別措置法

第 9 条の 7 第 1 項の規定の適用を受けようとする者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又

は居所並びに死亡年月日を記載してください。 

 

３ 「納付すべき相続税額又は見積額」欄には、租税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項に規定する特例の

適用を受けようとする非上場株式の取得の基因となった相続又は遺贈につき、その非上場株式を発

行会社に譲渡しようとする人が納付すべき相続税額又はその見積額を記載してください。 

（追 加） 

 

 

４ 「課税価格算入株式数」及び「上記のうち譲渡をしようとする株式数」の各欄には、租税特別措

置法施行令第 5 条の 2 第 1 項《相続財産に係る株式をその発行した上場株式等以外の株式会社に譲

渡した場合のみなし配当課税の特例》に規定する課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式

のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数を記載してください。 

 

Ⅱ 発行会社用の記載要領 

 

１ 発行会社の「名称」及び「所在地」の各欄には、租税特別措置法施行令第 5 条の 2 第 1 項の規定

により、書面の提出を受けた非上場会社の名称及び所在地を記載してください。 

 

２ 「譲り受けた株式数」、「1 株当たりの譲受対価」及び「譲受年月日」の各欄には、非上場会社が租

税特別措置法第 9 条の 7 第 1 項の規定の適用を受けようとする者から譲り受けた課税価格算入株式の

数及び 1 株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載してく

ださい。 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 

造成のための交換等又は譲渡の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は 

設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
１ 単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分

社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行う場合において、下記の条

文に基づき、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡

により取得した交換取得資産の帳簿価額を減額したとき又は宅地を譲り受ける見込みであるとき

に期中特別勘定を設けたとき、減額した金額又は期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類

の提出を行う場合に使用してください。 
 

 
根拠条文 届出根拠条文 

 

 (1) 大規模な住宅地等造成事業の施

行区域内にある土地等の造成のた

  めの交換等 

 

 措置法第 65 条の 11 第４項 

 措置法第 68 条の 82 第４項 

 

 

 措置法第 65 条の 11 第６項 

 措置法第 68 条の 82 第６項 

 

 

 (2) 大規模な住宅地等造成事業の

   施行区域内にある土地等の造成の

  ための譲渡等 

 

 措置法第 65 条の 12 第９項 

 措置法第 68 条の 83 第 10 項 

 措置法第 65 条の 12 第３項 

 措置法第 68 条の 83 第４項 

 

 措置法第 65 条の 12 第 13 項

 措置法第 68 条の 83 第 15 項

 措置法第 65 条の 12 第４項 

 措置法第 68 条の 83 第５項 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所

管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68

条の 82 第 4項又は第 65条の 12第３項・第 68 条の 83 第４項に規定する分割承継法人等の名

称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 11 第４項・第 68 条の 82第４項又は第 65

条の 12 第３項・第 68 条の 83第４項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。

(5) ｢交換譲渡資産」の各欄については、交換譲渡資産又は譲渡をした土地等の種類､所在地及び

規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産等」の各欄については、措置法施行規則第 22 条の９第２項第５号・第 22 条

の 71 第２項第６号に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日又は措

置法施行規則第 22 条の９第６項第５号・第 22 条の 71 第６項第６号に規定する宅地の譲受け

予定年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68 条の 82

第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する減額した金額又は第65条の12第３

項・第 68 条の 83 第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金

額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(七）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を

当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の９第 18 項・第 39 条の 108 第 19 項に規定する書類

を記載するとともに、当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 

適格分社型分割等による大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の 

造成のための交換等又は譲渡の場合における交換取得資産の帳簿価額の減額又は 

設定した期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 
１ 単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分

社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ｡)を行う場合において、下記の条

文に基づき、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等又は譲渡

により取得した交換取得資産の帳簿価額を減額したとき又は宅地を譲り受ける見込みであるとき

に期中特別勘定を設けたとき、減額した金額又は期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類

の提出を行う場合に使用してください。 
 

 
根拠条文 届出根拠条文 

 

 (1) 大規模な住宅地等造成事業の施 

行区域内にある土地等の造成のた 

  めの交換等 

 

 措置法第 65 条の 11 第４項 

 措置法第 68 条の 82 第４項 

 

 

 措置法第 65 条の 11 第６項 

 措置法第 68 条の 82 第６項 

 

 

 (2) 大規模な住宅地等造成事業の 

   施行区域内にある土地等の造成の 

  ための譲渡等 

 

 措置法第 65 条の 12 第９項 

 措置法第 68 条の 83 第 10 項 

 措置法第 65 条の 12 第３項 

 措置法第 68 条の 83 第４項 

 

 措置法第 65 条の 12 第 15 項

 措置法第 68 条の 83 第 16 項

 措置法第 65 条の 12 第４項 

 措置法第 68 条の 83 第５項 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所

管法人にあっては２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。             

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68

条の 82 第 4項又は第 65条の 12第３項・第 68 条の 83 第４項に規定する分割承継法人等の名

称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。   

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65条の 11 第４項・第 68 条の 82第４項又は第 65

条の 12 第３項・第 68 条の 83第４項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。

(5) ｢交換譲渡資産」の各欄については、交換譲渡資産又は譲渡をした土地等の種類､所在地及び

規模並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢交換取得資産等」の各欄については、措置法施行規則第 22 条の９第２項第５号・第 22 条

の 71 第２項第６号に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日又は措

置法施行規則第 22 条の９第６項第５号・第 22 条の 71 第６項第６号に規定する宅地の譲受け

予定年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の 11 第４項・第 68 条の 82

第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する減額した金額又は第65条の12第３

項・第 68 条の 83 第４項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金

額を記載してください。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(七）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を

当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の９第 18 項・第 39 条の 108 第 20 項に規定する書類

を記載するとともに、当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の取得等をした 

場合における固定資産の帳簿価額の減額又は取得等をする場合において 

設定をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、

適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。)

を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 67 条の４第３項（第

10 項において準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場

合を含みます。)により転廃業助成金等により取得若しくは改良をした固定資産の帳簿価額を減

額したとき又は第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により期中特別勘定の金額を設

けたとき、これらの金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは

第 10 項又は第５項・第 68条の 102 第３項若しくは第 11項又は第６項に規定する分割承継法

人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第

68 条の 102 第３項若しくは第 11 項又は第６項に規定する適格分社型分割等の日を記載して

ください。 

(5) ｢転廃業助成金」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第 68

条の102第３項若しくは第11項又は第６項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助

成金の金額に係る転廃業助成金等の名称を記載してください。 

(6) ｢取得（予定）又は改良（予定）固定資産」の各欄は、取得若しくは改良をした又は取得若

しくは改良をする見込みである固定資産の種類及び取得日若しくは改良日又は取得予定日若

しくは改良予定日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 67条の４第３項（第 10項におい

て準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場合を含み

ます。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額

又は措置法第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により損金の額に算入される同

項に規定する期中特別勘定の金額について記載してください。 

(8) ｢添付明細（別表等）」欄は、別表十三（十二）その他添付明細を記載するとともに、当該

明細を当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は、措置法施行令第 39 条の 27 第 15 項・第 39 条の 124 第 15 項に規定する

書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 

適格分社型分割等による転廃業助成金等により固定資産の取得等をした 

場合における固定資産の帳簿価額の減額又は取得等をする場合において 

設定をした期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、

適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。)

を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 67 条の４第３項（第

10 項において準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場

合を含みます。)により転廃業助成金等により取得若しくは改良をした固定資産の帳簿価額を減

額したとき又は第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により期中特別勘定の金額を設

けたとき、これらの金額等の届出及び提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。       

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。    

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは

第 10項又は第５項・第 68条の 102 第３項若しくは第 11項又は第６項に規定する分割承継法

人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 67条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第

68 条の 102 第３項若しくは第 11 項又は第６項に規定する適格分社型分割等の日を記載して

ください。 

(5) ｢転廃業助成金」の各欄は、措置法第 67 条の４第３項若しくは第 10 項又は第５項・第 68

条の102第３項若しくは第11項又は第６項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助

成金の金額に係る転廃業助成金等の名称を記載してください。 

(6) ｢取得（予定）又は改良（予定）固定資産」の各欄は、取得若しくは改良をした又は取得若

しくは改良をする見込みである固定資産の種類及び取得日若しくは改良日又は取得予定日若

しくは改良予定日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 67条の４第３項（第 10項におい

て準用する場合を含みます。）・第 68 条の 102 第３項（第 11 項において準用する場合を含み

ます。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額

又は措置法第 67 条の４第５項・第 68 条の 102 第６項の規定により損金の額に算入される同

項に規定する期中特別勘定の金額について記載してください。 

(8) ｢添付明細（別表等）」欄は、別表十三（十二）その他添付明細を記載するとともに、当該

明細を当該届出書に添付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は、措置法施行令第 39 条の 27 第 15 項・第 39条の 123 の 2 第 15 項に規定

する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(11) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分 割 等 に よ る 移 転 試 験 研 究 費 の 額 の 

        計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人

が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分

割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における比較試験研究

費の額の計算方法について、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27 条の４

第23項又は第39条の39第32項の規定により税務署長の認定を受けようとする場合に使用して

ください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合

は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連

する理由」欄には、移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）及

び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由を記載

してください。  

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(5) ｢分割承継法人等が試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄

には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第 18 項第５号又は第 22 条の 23 第 18 項第６

号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載

してください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合

理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付

書類」欄に記載してください。 

        分 割 等 に よ る 移 転 試 験 研 究 費 の 額 の 

        計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人

が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分

割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における比較試験研究

費の額の計算方法について、租税特別措置法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27 条の４

第20項又は第39条の39第27項の規定により税務署長の認定を受けようとする場合に使用して

ください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合

は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連

する理由」欄には、移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）及

び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由を記載

してください。  

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(5) ｢分割承継法人等が試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄

には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第 13 項第５号又は第 22 条の 23 第 13 項第６

号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載

してください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合

理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付

書類」欄に記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

※整理番号  
           
          分割等による試験研究費の額 

          の 区 分 に 関 す る 届 出 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 

〒 
 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署）

 

     電話（   ）    －     
（フリガナ）  

決 算 期  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
）

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 
 分割等による試験研究費の額の区分について                                    

  租税特別措置法施行令             の規定により下記のとおり届け出ます。              

                             記 

法 人 名  

納 税 地 等  
分 割 法 人 等 又 は 

分 割 承 継 法 人 等 

代 表 者 氏 名  

分 割 等 の 年 月 日                  年     月     日      
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

試験研究費の額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 
平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

分割法人等の分割等 
の日を含む事業年度 
又は連結事業年度開始 
の日前3年以内（平成 
18年3月31日以前開 
始事業年度である場合 
は5年以内）に開始し 
た各事業年度又は各連 
結事業年度の試験研究 
費の額及び移転試験 
研 究 費 の 額 
 

移 転 試 験 
研 究 費 の 額 

平   ・   ・  
平   ・   ・                          円 

(その他参考となるべき事項) 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業 種 

番 号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年 月 日 

確認

印 
 

  

18．06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第27条の4第20項 
第39条の39第27項 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分 割 等 に よ る 試 験 研 究 費 の 額 の 

区 分 に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、

分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割

承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における比較試験研究

費の額の計算について、租税特別措置法施行令第 27 条の４第 23 項又は第 39 条の 39 第 32 項の

規定により分割法人等が各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算

上損金の額に算入される試験研究費の額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事

業をいいます。）に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区

分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納

税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法

人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人

である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 

(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前５年以内に開始し

た各事業年度又は各連結事業年度の試験研究費の額及び移転試験研究費の額」の各欄には、

分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前５年以内に開始した各

事業年度又は各連結事業年度の試験研究費の額及び移転試験研究費の額（移転事業に係る試

験研究費の額をいいます。）をそれぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 

分 割 等 に よ る 試 験 研 究 費 の 額 の 

区 分 に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、

分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割

承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における比較試験研究

費の額の計算について、租税特別措置法施行令第 27 条の４第 20項又は第 39 条の 39 第 27 項の

規定により分割法人等が各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算

上損金の額に算入される試験研究費の額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事

業をいいます。）に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区

分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納

税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法

人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人

である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 

(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内（平成 18

年 3月 31 日以前開始事業年度である場合は５年以内）に開始した各事業年度又は各連結事業

年度の試験研究費の額及び移転試験研究費の額」の各欄には、分割法人等の分割等の日を含

む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内（平成 18 年 3 月 31 日以前開始事業年度で

ある場合は５年以内）に開始した各事業年度又は各連結事業年度の試験研究費の額及び移転

試験研究費の額（移転事業に係る試験研究費の額をいいます。）をそれぞれ記載してください。

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分 割 等 に よ る 移 転 売 上 金 額 の 

計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人

が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分

割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における租税特別措置

法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27 条の４第 14 項又は第 39 条の 39 第 18 項の金額の

計算方法について、第 27の 4 第 17 項又は第 39条の 39 第 21 項の規定により税務署長の認定を

受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合

は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る売上金額」欄には、移転事業（分割等により分割承継法

人等に移転する事業をいいます。）及び当該移転事業に係る売上金額を記載してください。

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(5) ｢分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄

には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第７項第５号又は第 22条の 23 第７項第６号

に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載し

てください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合

理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付

書類」欄に記載してください。 

分 割 等 に よ る 移 転 売 上 金 額 の 

計 算 方 法 の 認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この申請書は、法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人

が、分割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます｡)又は分割承継法人等（分

割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます｡)である場合における租税特別措置

法（以下「措置法」といいます｡)施行令第 27条の４第９項又は第 39 条の 39第 10 項の金額の計

算方法について、第 27の 4 第 12 項又は第 39条の 39 第 13 項の規定により税務署長の認定を受

けようとする場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、分割承継法人等の名称及び納税地（連結子法人である場合

は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢移転事業及び当該移転事業に係る売上金額」欄には、移転事業（分割等により分割承継法

人等に移転する事業をいいます。）及び当該移転事業に係る売上金額を記載してください。

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(5) ｢分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員」の各欄

には、分割承継法人等が措置法施行規則第 20条第１項第５号又は第 22条の 23 第１項第６号

に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員をそれぞれ記載し

てください。 

(6) ｢認定を受けようとする合理的な方法」欄には、この申請書により認定を受けようとする合

理的な方法を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ この申請書には、分割計画書又は分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付し､｢添付

書類」欄に記載してください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

分 割 等 に よ る 売 上 金 額 の 

区分に関する届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、

分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割

承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における租税特別措置

法施行令第 27条の４第 14 項又は第 39条の 39 第 18 項の金額の計算方法について、第 27条の４

第17項又は第39条の39第21項の規定により分割法人等が各事業年度又は各連結事業年度の売

上金額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）に係る売上金額

と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納

税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法

人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人

である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 

(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始し

た各事業年度又は各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額」の各欄には、分割法人等の

分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は

各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額（移転事業に係る売上金額をいいます。）をそれ

ぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 

分 割 等 に よ る 売 上 金 額 の 

区分に関する届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、

分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいいます。)又は分割承継法人等（分割

承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）である場合における租税特別措置

法施行令第 27条の４第９項又は第 39 条の 39 第 10 項の金額の計算方法について、第 27 条の４

第12項又は第39条の39第13項の規定により分割法人等が各事業年度又は各連結事業年度の売

上金額を移転事業（分割等により分割承継法人等に移転する事業をいいます。）に係る売上金額

と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しようとする場合に使用してください。 

  （注）この届出書は、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてがそれぞれの納

税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

 ２ この届出書は、分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。        

(3) ｢分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、相手先（分割承継法人等にあっては分割法

人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいいます。）の名称及び納税地（連結子法人

である場合は本店又は主たる事務所の所在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢分割等の年月日」欄には、分割等の年月日を記載してください。 

(5) ｢分割法人等の分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始し

た各事業年度又は各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額」の各欄には、分割法人等の

分割等の日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は

各連結事業年度の売上金額及び移転売上金額（移転事業に係る売上金額をいいます。）をそれ

ぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による海外投資等損失準備金 の 

損金算入に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、青色申告書を提出する内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をい

います｡）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後

設立をいいます｡以下同じ。）により分割承継法人等（分割承継法人､被現物出資法人又は被事後

設立法人をいいます。以下同じ。）に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 55 条第

１項各号・第 68 条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等（以下「特定株式等」といいます。）

を移転する場合において、措置法第 55 条第 10 項・第 68 条の 43 第 9 項又は措置法施行令第 32

条の２第 18 項・第 39 条の 72第 10 項の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損

金の額に算入することについて届け出及び書類の提出をする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通で、添付書類も同様の提出枚数となります。）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄には、適格分社型分割等に係る分割承継

法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地

並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄には、適格分社型分割の日を記載してください。 

(5) ｢特定法人の名称」の欄には、事業承継法人に移転する株式等に係る措置法第 55 条第１項

各号・第 68 条の 43第１項各号の上欄に掲げる法人を記載してください。 

(6) ｢特定株式の種類」の欄には、事業承継法人に移転する取得した措置法第 55 条第１項各号・

第 68条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等を記載してください。 

(7) 「積立金額」欄には、措置法第 55 条第９項に規定する海外投資等損失準備金として積み立

てた金額を記載してください。 

(8) ｢添付書類」欄については､措置法施行規則第 21条第８項第５号・第 22 条の 45第６項第６

号に規定する積み立てた金額の明細（別表）及び措置法施行規則第 21 条第９項・第 22 条の

45 第７項に規定する書類(認定書等）の名称を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

    (10)「※」欄は、記載しないでください。 

適格分社型分割等による海外投資等損失準備金の 

損金算入に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、青色申告書を提出する内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をい

います｡）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後

設立をいいます｡以下同じ。）により分割承継法人等（分割承継法人､被現物出資法人又は被事後

設立法人をいいます。以下同じ。）に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 55 条第

１項各号・第 68 条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等（以下「特定株式等」といいます。）

を移転する場合において、措置法第 55 条第 10 項・第 68 条の 43 第 9 項又は措置法施行令第 32

条の２第 18 項・第 39 条の 72第 10 項の規定により、海外投資等損失準備金として積み立てて損

金の額に算入することについて届け出及び書類の提出をする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通で、添付書類も同様の提出枚数となります。）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。  

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄には、適格分社型分割等に係る分割承継

法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）の名称及び納税地

並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄には、適格分社型分割の日を記載してください。 

(5) ｢特定法人の名称」の欄には、事業承継法人に移転する株式等に係る措置法第 55 条第１項

各号・第 68 条の 43第１項各号の上欄に掲げる法人を記載してください。 

(6) ｢特定株式の種類」の欄には、事業承継法人に移転する取得した措置法第 55 条第１項各号・

第 68 条の 43 第１項各号の中欄に掲げる株式等を記載してください。 

(7) 「積立金額」欄には、措置法第 55条第９項・第 68条の 43 第８項に規定する海外投資等損

失準備金として積み立てた金額を記載してください。 

(8) ｢添付書類」欄については､措置法施行規則第 21条第８項第５号・第 22 条の 45 第６項第６

号に規定する積み立てた金額の明細（別表）及び措置法施行規則第 21 条第９項・第 22 条の

45 第７項に規定する書類(認定書等）の名称を記載してください。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

    (10)「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

      適格分社型分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合に 

      おける期中特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、

対象期間内に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第１項・第 68 条の 79

第１項又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震

災特例法」といいます。）第 21 条第１項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年

度又は連結事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設

立をいいます｡)を行う場合において、措置法第 65 条の８第２項・第 68 条の 79 第３項又は震災

特例法第 21 条第２項の規定により特定の資産の買換えの場合における特別勘定を設けた場合に

分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいいます。）において当

該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以

後１年を経過する日までの期間内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難

なため、その期間の延長を申請する場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記

載して添付してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢措置法第 65条の８第２項・第 68条の 79 第３項又は震災特例法第 21条第２項の規定によ

り設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額」欄には、措置法第 65 条の８第２項・第 68

条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項の規定により設けるこれらに規定する期中特別

勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資産の内容」

欄の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記

載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産

が土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してくだ

さい。 

(5) ｢買換資産の取得予定年月日」欄には、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等におい

て取得しようとする買換資産の取得予定年月日を記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする年月日」欄には、措置法第 65 条の８第２項・第 68 条の 79 第３項

又は震災特例法第 21 条第２項に規定する認定を受けようとする日を記載してください。 

(7) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とする措置法第 65 条

の８第２項・第 68 条の 79第３項又は震災特例法第 21 条第２項に規定するやむを得ない事情

を詳細に記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 

      適格分社型分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合に 

      おける期中特別勘定の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、

対象期間内に租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第１項・第 68 条の 79

第１項又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震

災特例法」といいます。）第 21 条第１項・第 26 条の６第１項に規定する譲渡をし、かつ、その

譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現

物出資又は適格事後設立をいいます｡)を行う場合において、措置法第 65 条の８第２項・第 68

条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項の規定により特定の資産の買

換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人

又は被事後設立法人をいいます。）において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む

事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後１年を経過する日までの期間内に買換資産を取

得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請する場合に使用して

ください。 

 ２ この申請書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出し

てください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記

載して添付してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢措置法第 65条の８第２項・第 68 条の 79第３項又は震災特例法第 21条第２項・第 26 条

の６第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額」欄には、措置法第 65

条の８第２項・第 68 条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26条の６第３項の規

定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資産の内容」

欄の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記

載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産

が土地以外の資産の場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してくだ

さい。 

(5) ｢買換資産の取得予定年月日」欄には、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等におい

て取得しようとする買換資産の取得予定年月日を記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする年月日」欄には、措置法第 65 条の８第２項・第 68 条の 79 第３項

又は震災特例法第 21 条第２項・第 26 条の６第３項に規定する認定を受けようとする日を記

載してください。 

(7) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とする措置法第 65 条

の８第２項・第 68条の 79 第３項又は震災特例法第 21 条第２項・第 26条の６第３項に規定

するやむを得ない事情を詳細に記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定 

期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、租税特

別措置法（以下「措置法」といいます｡）施行令第 39 条の７第 46 項各号・第 39 条の 106 第 36

項各号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震

災特例法」といいます｡）施行令第 18 条第 29 項各号に規定する引継ぎを受けた日以後に措置法

第 65条の７第３項・第 68 条の 78第３項、震災特例法第 20条第３項に規定するやむを得ない事

情が生じたため、措置法第 65条の８第４項・第 68 条の 79第５項又は震災特例法第 21 条第４項

に規定する合併法人等がこれらの各号に定める期間内に措置法第 65 条の７第１項・第 68 条の

78第１項の表の各号又は震災特例法第20条第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする

ことが困難である場合において、その期間の延長を申請する場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、やむを得ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記

載して添付してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請の日における措置法第

65 条の８第４項・第 68 条の 79 第５項又は震災特例法第 21 条第４項の規定により引継ぎを

受けた特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢取得する予定の買換資産の内容」の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記

載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢取得価額」欄には、取得する予定の買換資産の取得価額を記載してください。 

 ホ ｢取得予定年月日」欄には、取得する予定の買換資産の取得予定年月日を記載してくださ

い。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、指定期間内に措置法第 65 条の７第１項の表の各号・

第68条の78第１項の表の各号の下欄に掲げる資産又は震災特例法第20条第１項の表の各号

下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である理由を詳細に記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする日」欄には、措置法施行令第 39 条の７第 46項・第 39条の 106 第

36項又は震災特例法施行令第18条第29項に規定する認定を受けようとする日を記載してく

ださい。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定 

期間内に資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、租税特

別措置法（以下「措置法」といいます｡）施行令第 39 条の７第 46 項各号・第 39 条の 106 第 36

項各号又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震

災特例法」といいます｡）施行令第 18 条第 28 項各号・第 21 条の５第 28項各号に規定する引継

ぎを受けた日以後に措置法第 65 条の７第３項・第 68 条の 78 第３項、震災特例法第 20条第３項・

第 26 条の５第３項に規定するやむを得ない事情が生じたため、措置法第 65 条の８第４項・第

68 条の 79 第５項又は震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項に規定する合併法人等がこ

れらの各号に定める期間内に措置法第 65 条の７第１項・第 68 条の 78 第１項の表の各号又は震

災特例法第 20条第１項・第 26 条の５第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが

困難である場合において、その期間の延長を申請する場合に使用してください。 

 ２ この申請書は、やむを得ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記

載して添付してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請の日における措置法第

65 条の８第４項・第 68条の 79第５項又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の

規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢取得する予定の買換資産の内容」の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等の別）を記

載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢取得価額」欄には、取得する予定の買換資産の取得価額を記載してください。 

 ホ ｢取得予定年月日」欄には、取得する予定の買換資産の取得予定年月日を記載してくださ

い。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、指定期間内に措置法第 65 条の７第１項の表の各号・

第 68 条の 78 第１項の表の各号の下欄に掲げる資産又は震災特例法第 20 条第１項の表の各

号・第 26条の５第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である理由を

詳細に記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする日」欄には、措置法施行令第 39 条の７第 47項・第 39条の 106 第

37 項又は震災特例法施行令第 18 条第 29項・第 21条の５第 29 項に規定する認定を受けよう

とする日を記載してください。 

(7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は 

適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する 

届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、租税特別

措置法（以下「措置法」といいます｡)第 52 条の３第 14 項・第 68 条の 41第 14 項若しくは平成

13 年改正措置法附則第 20 条第 10 項の規定により、適格分社型分割等による特別償却準備金の

損金算入について届け出る場合、又は平成 13 年改正措置法施行令附則第 15条第３項の規定によ

り、法人が、特別償却準備金を適格分割等により引き継ぐ場合において平成 13 年改正措置法附

則第 20 条第 13項、第 16項及び第 19 項の規定を適用しようとする場合に使用してください。

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に１通(調査課所管法人にあっては２通)提出してく

ださい。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文欄には、該当する手続及び当該手続の根拠条文に応じ、それぞれいずれか一方の不要

文字を抹消して使用してください。 

(4) ｢分割承継法人等」の各欄には、措置法第 52 条の３第 11 項及び第 12項・第 68条の 41第

11 項及び第 12 項若しくは平成 13年改正措置法附則第 20 条第７項及び第８項又は同条第 13

項、第 16 項又は第 19 項に規定する分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被

事後設立法人をいいます｡)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(5) ｢適格分社型分割等又は適格分割等の年月日」欄には、措置法第 52 条の３第 11 項及び第

12 項・第 68 条の 41 第 11 項及び第 12 項若しくは平成 13 年改正措置法附則第 20条第７項及

び第８項に規定する適格分社型分割等の日又は同条第 13 項、第 16 項又は第 19項に規定する

適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日を記載してください。 

(6) ｢(旧)特別償却対象資産」の各欄には、措置法 52 条の３第 11 項又は第 12 項・第 68 条の

41 第 11 項及び第 12 項に規定する特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は

設備の種類の区分及び特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数を、又は平成 13

年改正措置法附則第 20 条第７項又は第８項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造

若しくは用途、細目又は設備の種類の区分及び平成 13 年改正措置法附則第 20 条第７項又は

第８項の規定の適用に係る同条第７項に規定する旧特別償却に関する規定の区分を記載して

ください。 

(7) ｢分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金」の各欄には、平成 13 年改正措

置法附則第 20条第 13項、第 16 項又は第 19 項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこと

となった特別償却準備金の金額及び別表 16(7)その他添付明細を記載し、当該明細は当該届

出書に添付してください。 

(8) ｢合理的な方法」欄は、分割承継法人等に引き継ぐこととなった旧租税特別措置法第 52 条

の３第１項若しくは第２項、第７項若しくは第８項の特別償却準備金の金額の計算の基礎と

なった平成 13 年改正措置法施行令附則第 15 条第１項第２号に規定する合理的な方法の内容

を記載する。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 

適格分社型分割等による特別償却準備金の損金算入又は 

適格分割等による特別償却準備金の引継ぎに関する 

届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結親法人が、租税特別

措置法（以下「措置法」といいます｡)第 52 条の３第 14 項・第 68 条の 41第 14 項若しくは平成

13 年改正措置法附則第 20 条第 10 項の規定により、適格分社型分割等による特別償却準備金の

損金算入について届け出る場合、又は平成 13 年改正措置法施行令附則第 15条第３項の規定によ

り、法人が、特別償却準備金を適格分割等により引き継ぐ場合において平成 13 年改正措置法附

則第 20 条第 13項、第 16項及び第 19 項の規定を適用しようとする場合に使用してください。

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に１通(調査課所管法人にあっては２通)提出してく

ださい。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、

｢代表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者

氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文欄には、該当する手続及び当該手続の根拠条文に応じ、それぞれいずれか一方の不要

文字を抹消して使用してください。 

(4) ｢分割承継法人等」の各欄には、措置法第 52 条の３第 11 項及び第 12項・第 68条の 41第

11 項及び第 12 項若しくは平成 13年改正措置法附則第 20 条第７項及び第８項又は同条第 13

項、第 16 項又は第 19 項に規定する分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被

事後設立法人をいいます｡)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(5) ｢適格分社型分割等又は適格分割等の年月日」欄には、措置法第 52 条の３第 11 項及び第

12 項・第 68 条の 41 第 11 項及び第 12 項若しくは平成 13 年改正措置法附則第 20条第７項及

び第８項に規定する適格分社型分割等の日又は同条第 13 項、第 16 項又は第 19項に規定する

適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日を記載してください。 

(6) ｢(旧)特別償却対象資産」の各欄には、措置法 52 条の３第 11 項又は第 12 項・第 68 条の

41 第 11 項及び第 12 項に規定する特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は

設備の種類の区分及び特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数を、又は平成 13

年改正措置法附則第 20 条第７項又は第８項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造

若しくは用途、細目又は設備の種類の区分及び平成 13 年改正措置法附則第 20 条第７項又は

第８項の規定の適用に係る同条第７項に規定する旧特別償却に関する規定の区分を記載して

ください。 

(7) ｢分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金」の各欄には、平成 13 年改正措

置法附則第 20条第 13項、第 16 項又は第 19 項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこと

となった特別償却準備金の金額及び別表 16(8)その他添付明細を記載し、当該明細は当該届

出書に添付してください。 

(8) ｢合理的な方法」欄は、分割承継法人等に引き継ぐこととなった旧租税特別措置法第 52 条

の３第１項若しくは第２項、第７項若しくは第８項の特別償却準備金の金額の計算の基礎と

なった平成 13 年改正措置法施行令附則第 15 条第１項第２号に規定する合理的な方法の内容

を記載する。 

(9) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

(10) ｢※」欄は、記載しないでください。 


